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道内景気は、緩やかに回復している。生産活動は持ち直しの動きに足踏みがみられる。需

要面をみると、個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している。

住宅投資は弱含みで推移している。設備投資は、緩やかに持ち直している。公共投資は、減

少基調で推移している。輸出は、持ち直しの動きがみられる。観光は、来道者数、外国人入

国者数ともに前年を上回り回復している。

雇用情勢は有効求人倍率の改善が続いている。企業倒産は件数が前年を下回った。消費者

物価は、２６か月連続で前年を上回っている。

現状判断DI（北海道）
先行き判断DI（北海道）

現状判断DI（全国）
先行き判断DI（全国）
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１．景気の現状判断DI～２か月ぶりに増加

景気ウォッチャー調査
（季節調整値）

（資料：内閣府）
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２．鉱工業生産～２か月連続で低下

鉱工業生産・出荷・在庫指数
（季節調整済指数）

（資料：北海道経済産業局）

景気ウォッチャー調査による、２月の景気

の現状判断DI（北海道）は前月を２．６ポイン

ト上回る５１．４に上昇した。横ばいを示す５０を

２か月ぶりに上回った。

景気の先行き判断DI（北海道）は、前月

を０．５ポイント上回る５１．８となった。横ばい

を示す５０を５か月連続で上回った。

１月の鉱工業生産指数は９６．６（季節調整済

指数、前月比▲２．０％）と２か月連続で低下

した。前年比（原指数）では▲２．４％と６か

月連続で低下した。

業種別では、電気機械工業等９業種が前月

比低下した。一般機械工業等の６業種が前月

比上昇となった。

道内経済の動き

― １ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号
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３．百貨店等販売額～３か月ぶりに減少

百貨店等販売額（前年比）

（資料：北海道経済産業局）

軽乗用車小型車 前年比（右目盛）普通車
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４．乗用車新車登録台数～３か月連続で減少

乗用車新車登録台数

（資料：�日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会）

その他プロサッカー 総来場者（前年比、右目盛）プロ野球

千人 ％
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５．札幌ドーム来場者～６か月連続で減少

札幌ドーム 来場者数

（資料：㈱札幌ドーム）

１月の百貨店・スーパー販売額（全店ベー

ス、前年比▲０．５％）は、３か月ぶりに前年

を下回った。

百貨店（前年比０．９％）は、飲食料品、そ

の他の品目が前年を上回った。スーパー（同

▲０．９％）は、すべての品目が前年を下回っ

た。

コンビニエンスストア（前年比＋２．１％）

は、３か月連続で前年を上回った。

１月の乗用車新車登録台数は、１１，３１５台

（前年比▲３．３％）と３か月連続で前年を下

回った。車種別では、普通車（同＋０．３％）、

小型車（同▲３．５％）、軽乗用車（同▲６．６％）

となった。

年度累計では、１４０，６８６台（前年比

▲２．８％）と前年を下回っている。内訳は普

通車（同▲１．１％）、小型車（同▲５．２％）、軽

乗用車（同▲２．０％）となった。

１月の札幌ドームへの来場者数は、７２千人

（前年比▲４７．４％）と６か月連続で前年を下

回った。内訳は、プロ野球、サッカーは試合

がなく、その他が７２千人（同▲４７．４％）だっ

た。

道内経済の動き
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持家 貸家 給与 前年比（右目盛）分譲
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６．住宅投資～３か月ぶりに増加

住宅着工戸数

（資料：国土交通省）
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前年比（右目盛）

７．建築物着工床面積～３か月連続で増加

民間非居住用建築物（着工床面積）

（資料：国土交通省）

%億円

請負金額 前年比（右目盛）
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８．公共投資～３か月連続で減少

公共工事請負金額

（資料：北海道建設業信用保証㈱ほか２社）

１月の住宅着工数は１，４６６戸（前年比

＋３．９％）と３か月ぶりに前年を上回った。

利用関係別では、持家（同＋１６．５％）、貸

家（同▲７．５％）、給与（同▲１００．０％）、分譲

（同＋１４．６％）となった。

年度累計では３１，７５７戸（前年比▲３．４％）

と前年を下回った。利用関係別では、持家

（同＋０．２％）、貸家（同▲５．４％）、給与（同

▲７．９％）、分譲（同▲２．８％）となった。

１月の民間非居住用建築物着工面積は、

９４，４８４㎡（前年比＋４２．９％）と３か月連続で

前年を上回った。業種別では、製造業（同

＋１８１．８％）、非製造業（同＋４０．７％）であっ

た。

年度累計では、１，６６６，５１９㎡（前年比

▲８．６％）と前年を下回っている。業種別で

は、製造業（同▲１４．５％）、非製造業（同

▲８．０％）といずれも前年を下回っている。

２月の公共工事請負金額は１５１億円（前年

比▲１５．０％）と３か月連続で前年を下回っ

た。

発注者別では、国（同▲３７．５％）、その他

（▲５２．４％）が前年を下回った。独立行政法

人（同＋３６．５％）、道（同＋２２．５％）、市町村

（＋１８．８％）、が前年を上回った。

年度累計では、７，４７０億円（同▲４．３％）と

前年を下回っている。

道内経済の動き

― ３ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

ｏ．２７３（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／００１～００５　道内経済の動き  2019.03.20 15.27.27  Page 3 



航空機 ＪＲ フェリー 前年比（右目盛）
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９．来道者数～３か月連続で増加

来道者数

（資料：�北海道観光振興機構）
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１０．外国人入国者数～２か月連続で増加

外国人入国者数

（資料：法務省入国管理局）
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１１．貿易動向～輸出が２か月連続で減少

貿易動向

（資料：函館税関）

１月の国内輸送機関利用による来道客数

は、１，００４千人（前年比＋４．６％）と３か月連

続で前年を上回った。輸送機関別では、JR

（同＋４．１％）、航空機（同＋４．６％）、フェ

リー（同＋５．２％）となった。

年度累計では、１１，４２１千人（同▲２．３％）

と前年を下回っている。

１月の道内空港・港湾への外国人入国者数

は、２１２，２０１人（前年比＋１５．０％）と２か月

連続で前年を上回った。年度累計では、

１，５３０，０２４人（同＋８．６％）と前年を上回って

いる。

空港・港湾別では、新千歳空港が２０２，６３０

人（前年比＋１５．６％）、旭川空港が１，４２１人

（同▲１７．３％）、函館空港が８，１３５人（同

＋８．４％）だった。

１月の貿易額は、輸出が前年比▲１０．９％の

２５５億円、輸入が同▲７．８％の１，２２３億円だっ

た。

輸出は、自動車の部分品、有機化合物、魚

介類・同調整品などが減少した。

輸入は、原油・粗油、石油製品、電気機器

などが減少した。

輸出は、年度累計では３，２８７億円（前年比

＋４．０％）と前年を上回っている。

道内経済の動き

― ４ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号
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有効求人倍率 新規求人数（右目盛）
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１２．雇用情勢～改善が進んでいる

有効求人倍率（常用）、新規求人数（前年比）

（資料：北海道労働局）
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１３．倒産動向～件数は２か月連続で減少

企業倒産（負債総額１千万円以上）

（資料：㈱東京商工リサーチ）
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１４．消費者物価指数～２６か月連続で前年を上回る

消費者物価指数

（資料：総務省、北海道）

１月の有効求人倍率（パートを含む常用）

は、１．２０倍（前年比＋０．０４ポイント）と１０８

か月連続で前年を上回った。

新規求人数は、前年比＋１．７％増加し、２

か月ぶりに前年を上回った。業種別では、医

療・福祉（同＋４．０％）、製造業（同＋８．３％）

などが前年を上回った。運輸、郵便業（同

▲３．４％）などが減少した。

２月の企業倒産は、件数が１６件（前年比

▲１５．８％）、負債総額が２６億円（同▲１７．３％）

だった。件数は２か月連続で前年を下回っ

た。

業種別ではサービス業・他が６件、建設

業、製造業が各３件などとなった。

１月の消費者物価指数（生鮮食品を除く総

合指数）は、１０２．０（前月比▲０．５％）となっ

た。前年比は＋１．０％と、２６か月連続で前年

を上回った。

生活関連重要商品等の価格について、１月

の動向をみると、食料品・日用雑貨等の価格

は一部の商品を除き、おおむね安定してい

る。石油製品の価格は調査基準日（２月１０

日）時点で前月比、灯油は値下がりし、ガソ

リン価格は値上がりした。

道内経済の動き

― ５ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号
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― ６ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

制度の隙間に残されていた子供たち

～障がいがあっても子どもは未来を創る

平成１４年に株式会社ナビを設立。障がいのある子どもたちへの発達支援を行う営利法人の先駆け

的な存在。子どもたちやご家族と一緒に考え、地域に足りない仕組みを創り、ナビゲートし続ける

組織＆スタッフでありたいとの願いを込めた会社名「ナビ」。今回は、障がいのある子どもたちへ

の思いや営利法人としての経営視点、地域への社会貢献などについて、お伺いしました。

代表取締役 廣岡 輝恵 氏

網走市出身。

北海道鷹栖養護学校・寄宿舎指導員、幼稚園・教

務主任などを経て、株式会社ナビを設立し代表取

締役に就任。厚生労働省の障害児支援等に関する

調査研究への協力や、「上川圏域障がい者が暮ら

しやすい地域委員会」推進員就任など、地域発展

の取組みにも積極的に参画。

会社概要
企業名：株式会社 ナビ

住 所：旭川市末広東３条３丁目３‐１２

ＴＥＬ：０１６６‐５５‐５８７７

E-mail：honsha-navi@support-navi.co.jp

設立：平成１４年１１月

事業内容：障害児者を対象に福祉事業を展開

・障害児デイサービス事業（４ヶ所）

・ヘルパー支援事業（１ヶ所）

・地域型小規模保育園（１ヶ所）

・介護タクシー事業など

役員数：１名

従業員数：４８名（平成３１年４月１日現在）

年商：２１２百万円（平成３０年３月末期）

―会社設立の経緯についてお聞かせ下さい―

取締役：弊社の事業は、旭川で最初の「障害児デ

イサービス」（１）としてスタートしました。その

きっかけは、平成１５年に「支援費制度」が導入さ

れ、施設の利用が行政により決定されるという仕

組みから、利用者個人が直接事業者を選ぶことが

できる契約制度へと変更されたことです。当時

は、障がい児者の世話は家族が担うものであり、

特に在宅障がい児が利用できる福祉サービスはあ

りませんでした。また、週休２日制が学校にも導

入され、障がい児を育てる保護者のレスパイト

（休息）の必要性が全国的に議論されていたころ

でした。

私自身は、社会人として初めて勤めた鷹栖養護

学校で障がいのある子ども達の「純真さ」に触れ

る一方、社会の制度・仕組みでは同じ子どもであ

るのに区別されている（２）ことに疑問を抱きなが

ら、その後も幼稚園で障がい児を担当し、健常と

いわれる子どもと一緒に育ち合うことの大切さを

実感していました。

そういう中で、会社設立前の平成１２年の秋には

土日・祝日に障がい児とボランティアの学生が一

緒に遊ぶという自主事業を始め、１日５千円を頂

いて１０時から４時頃まで、おやつを食べて外で遊

道内企業訪問

トップに聞く⑩ 株式会社 ナビ
代表取締役 廣岡 輝恵 氏

（１）「支援費制度」で始まった障害児デイサービスは、平成２４年に児童福祉法に規定され、現在は未就学児を対
象とする児童発達支援事業と、小学生から高校生までが対象となる放課後等デイサービスが実施されている。

（２）平成２４年の児童福祉法改正で障害児である前に“子どもである”ことが初めて定義され、インクルージョ
ン（包容）の視点で子ども施策が優先され、不足分は障害施策が補完するという新たな制度概念ができた。

ｏ．２７３（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／００６～０００　道内企業訪問  2019.03.14 21.34.22  Page 6 



道内企業訪問

― ７ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

人件費は７５％～職員の生活が安定していな

いと他人のことは考えられない

「人は救えない！」～対等に接して、一緒に

生きることが私たちの「原点」

んだり屋内でゲームをしたりしていました。ま

た、翌１３年からは共働きや母子家庭のお子さんを

学校へ迎えに行き、活動後に自宅に送るという、

今のデイサービスと同じ形態の事業を手弁当で開

始しています。

この活動が、養護学校に通うお子さんを育てて

いるお母さんたちの間で話題となり、国の制度が

できるのであれば費用面も助かるので、是非やっ

てほしいとの声に背中を押されるかたちで株式会

社「ナビ」を立ち上げました。

☆みんなで力を合わせて餅つき！！

実はその時の一期生が職員となって、この４月

で３年目を迎えます。障がいがあっても子どもに

は未来がある。本当にうれしく思います。

私たちの事業には税金が投入されていますが、

障がいがあっても早期から支援の手を適切に入れ

ていくことで、重度であっても発達、成長してい

きます。国は、この放課後等デイサービス事業の

費用が増加しているという理由から、昨年４月に

報酬単価の大幅削減に踏みきりました。しかし、

一生に渡って税金（障害者年金とサービス利用料

など）を投入することを考えると、発達期の支援

を充実させ、将来働ける段階まで育て上げること

の方が良いのではないかと考えます。労働人口が

減少していく中で、障がいのある子どもたちが将

来納税者となることの意味を、社会全体で考えて

みる時ではないかと感じています。

―営利法人としてのチャレンジと経営についてお

聞かせ下さい―

取締役：事業実施に当たっては法人格を取得する

必要がありました。当時はNPO法人という形態も

既にありましたが、私はあえて営利法人を選択し

ました。その理由は、①責任の所在が明確、②意

思決定が早い、③福祉はボランティアではできな

い、ということです。特に③が重要で、職員自身

の生活が安定しない中で他人を支援することはで

きない、一般企業と同様に営利も追求しつつサー

ビスが提供できる経営を確立したいとの考えが

あったからです。

そのため、人件費率は７５％と非常に高くなって

います。また、福祉の業界ではパート職員を多く

採用し、配置基準よりも手厚い体制を確保する運

営が主流ですが、弊社では正職員・準職員がほと

んどで、パート・アルバイトは４名と少ないこと

も特徴です。

さらに５年前には、人材確保と育成の観点から

「ライフステージに合わせ、働き方を選んで６５才

まで自分らしく働ける会社を目指す」とのスロー

ガンを掲げて、いち早く働き方改革に着手しまし

た。離職することなく、働きながら育児や介護が

行えるよう短時間勤務制度を導入し、正社員と準

社員を自由に行ったり来たりできるようにしまし

た。これにより出産を機に退職する職員はいなく

なり、パートから準社員や正職員への登用も進む

ようなりました。

―会社の経営理念・経営方針などについてお聞か

せ下さい―

ｏ．２７３（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／００６～０００　道内企業訪問  2019.03.08 11.20.32  Page 7 



道内企業訪問

― ８ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

福祉の仕事は「究極のサービス業」

～サービスの品質は「人間力」にあり

取締役：私は、子どもであっても「人格」や「人

権」を認め、「尊厳」を大切にしたいと考えてい

ます。事業開始当初のことですが、子どもを閉じ

込めたくなかったので、事業所の玄関に鍵をかけ

ませんでした。しかし、子どもたちも職員も初め

て出会う状態なので、毎日のように脱走してしま

うのです。これは命にかかわるということで施錠

しましたが、鍵をかけずにすむ支援をしようとみ

んなで努力を続け、今ではどの事業所も施錠はし

ていません。

このように最初の１０年間は、まさに子どもとの

格闘という感じでしたし、背中を押されるように

利用ニーズも右肩上がりで増えていきました。そ

の頃は、何とか要望に応えたい、子育ての大変さ

から救ってあげたいとの思いで走り続けていまし

た。しかし、ふとある時「そもそも人は救えない

んだ。」ということに気づいたのです。それまで

は、何かをしてあげることが支援なのだという錯

覚をしていたのです。

肩の力が抜けました。「対等な関係の中で一緒に

生きていくこと。」、「ともに人間として成長して

いくこと。」が、何よりもこの仕事に必要なこと

で、私たちの「原点」なのだと考えるようになり

ました。

取締役：福祉の仕事は業種で言うと「サービス

業」ですが、子どもや家族に職員が接する行為そ

のものがサービスであり、職員そのものが商品と

も言えます。そういう意味で福祉は「究極のサー

ビス業」だと考えています。

その商品を磨くためには何が必要かと言うこと

を、１５年間考え続けてきました。その結論が「人

間力」です。この業界に携わろうという方は、優

しく真面目な方が多いのですが、それ故にバーン

アウトしやすい（燃え尽きやすい）という傾向が

あり、それを防止するためには、自分の中でのバ

ランス力、「自律する力」を養う必要がありま

す。

私はどんな業種であっても会社の役割は、職業

を通じて人を育てることだと考えています。弊社

に限って言えば、「一人ひとりが充実した人生

を、自分らしく輝いて生きること」を願っていま

す。そういう生き方がベースになければ、他人の

人生に関わるということに私自身が申し訳なさを

感じるからです。

では、「人間力とは何か？」ですが、私の考え

る人材育成の柱は、「行動力」「思考力」「チーム

ワーク」であり、この力を組織全体で底上げして

いく取組みとして、「ナビ共育アカデミー」（３）を

開校しました。“共育”とは、「部下は上司の経験

に学び、上司は部下の姿勢に学ぶ」ことで、アカ

デミーでは、共に育ち合うという視点から、豊か

な人間性を育み、人間力の向上を目指したプログ

ラムを実施しています。

話はもどりますが、「行動力」「思考力」「チーム

（３）「ナビ共育アカデミー」は、職員の人間力向上と持続的成長を目指して、株式会社ナビで２０１７年から実
施している独自の職員研修であり、①インプット型（実習、集合研修）、②Web講座、③外部講師講習、④
外部セミナー参加の４つで構成されている。

ｏ．２７３（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／００６～０００　道内企業訪問  2019.03.08 11.28.12  Page 8 



道内企業訪問

― ９ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

難しい新卒の人材確保

～若い方には、自分探しの時間も必要

ワーク」のうち、業界的に見ても「行動力」が弱

いと感じることがあります。

☆「人間力」を磨く４つのステージ ①

「気をつかう」ことと「遠慮すること」とを混

同していると感じる場面がよく見受けられます。

福祉を仕事に選ぶ人は他人の感情を察知する力が

高く、それゆえに相手に不快感を与えないように

行動する習慣が身についている場合があり、職員

には「遠慮することと、思いやることは違う。思

いやりは相手の立場を考えて行動すること」であ

ると伝えています。思いやる心は伝わりますが、

遠慮からは関係性の深化は望めないと考えるから

です。

この取組みを始めてまだ数年ですが、２０代の若

い職員が特に成長したように思います。大変であ

ろう対人援助の仕事を、利用者やご家族との信頼

関係をしっかりと築き、良くやっていると感心す

ることもあります。

☆ともに学ぶ「ナビ共育アカデミー」

☆「人間力」を磨く４つのステージ ②

取締役：事業を実施する上で大変なのが、人材確

保。特に近年は新卒の採用が厳しく、今年度はゼ

ロでした。大学関係者に伺うと、社会福祉士の国

家（受験）資格が取れる学校でさえ、約６割が福

祉以外の業種に就職されるそうです。一般企業は

採用試験や内定が早い時期であるのに対し、資格

取得を志す方は、秋の実習を終えて１月末の国家

試験、その後就活に動きだすという方もいて、ス

タートダッシュで既に遅れを取っているという感

じです。景気の動きに加え、こうした事情もあっ

て新卒の確保が難しくなっているのが現状です。

他にも、実習先は老人介護の現場が中心で、障

害福祉に関心があり就職を希望するのは、全体の

４割程度。その中で児童福祉に行きたい人となれ

ば、さらにその１割程度で、数人という感じで

す。ほとんどの人は、健常児と障がい児とが分離

した教育形態のもと（特別支援学校や学級で分け

られた構造）で育っていますので、障がい児に接

する機会がなく、知らない世界になってしまって

いるのかもしれません。

その対策として、今年から新しい取組みを始め

ることにしました。一つ目は、ボランティアでは

なくアルバイトというかたちで、大学や専門学校

生に１年生の時から子どもたちと触れ合って頂く

ｏ．２７３（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／００６～０１１　道内企業訪問  2019.03.22 18.30.19  Page 9 



道内企業訪問

― １０ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

障がい者の方が社会参加できる道とは？

～社会全体で２つのことを同時進行

企業の皆様にお願いしたいひと工夫

～仕事・作業などの組み立て直し

こと。二つ目は、当社のホームページを学生向け

にアレンジして仕事内容の紹介とともに、３年間

働く中で「自分探し」をしてみませんかとPRす

ること。三つ目は、保育園で実習を行えば、健常

児と障がい児の両方を一度に体験できますよと、

強みをアピールすることです。

☆さぽーとnavi「こどもセンター」

最近ではどの企業も離職率が高いと言われてい

ますが、それは若者が「生き方を探している」か

らだと思うのです。ワーク・ライフバランスとい

うことで、「仕事」と「人生」は別なものとして

認知されるようになり、就職の段階ではその兼ね

合いなどに迷ってしまうのだと思うのです。そう

であれば、「とりあえず、やってみながら考えま

せんか？」と呼びかけてみるのはどうだろうかと

いう発想です。

―障がい者の就職に向け、企業経営者へのメッ

セージがあれば、お聞きしたいのですが―

取締役：私たちは「福祉」の仕事の中でも、子ど

もの発達支援に取り組んでいますが、異業種の方

からは、「介護」と間違われることがよくありま

す。「介護」とは身体や精神の機能が低下した状態

にある人の生活行為を助けることで、残存能力を

維持しつつ、穏やかに日々を送るお手伝いをする

ことです。一方、発達支援は、その子が将来自分

らしく生きていくにあたり必要な力を身に付けて

いく成長過程を、時に見守り、教え、導くことが

仕事であり、前向きで未来志向的なものです。

この違いを踏まえた上で申し上げると、障がい

者の社会参加に向けては、本人側と社会側の双方

が同時進行で歩んでいくことが必要と考えます。

本人側に関しては、障がいのある子どもが社会に

適応できるスキルを身に付けて社会に送り出せる

ようにすること。一方、社会側では、誤解、つま

り働けない人、かわいそうな人という固定観念を

解いていくことです。

発達支援に取り組む中で残念だと思うことは、

出口（就職先）がなかなか無いことです。せっか

く小さな時から培ってきた社会性やコミュニケー

ション力も大人になって使わないとどんどん低下

して、すぐに福祉の世界へと後戻りしてしまいま

す。卒業と同時に社会で仕事を経験する機会に恵

まれるかどうかが、その方の将来、豊かな人生に

大きな影響を及ぼす起点となるのです。

―では、経営者・事業者の方はどうすれば良いの

でしょうか、もう少しお伺いします―

取締役：私は、人生を過ごしていく上で必要な要

素が三つあると思っています。それは、「生活の

場」「仕事」「余暇」。これを障がいの方に当てはめ

てみると、生活の場は「福祉サービス」が支え、

仕事では「福祉的就労（施設）」があり、国が推

進する「農福連携」（４）などの新しい動きも見られ

ます。しかし、「余暇」は未だ十分な状態ではあ

（４）農福連携とは、農業者と福祉団体が連携して障がい者や高齢者らの農業分野での就労を支援する取組み
のことであり、障がい者の方々の就労の場として近年注目されている。

ｏ．２７３（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／００６～０００　道内企業訪問  2019.03.14 21.30.18  Page 10 



道内企業訪問

― １１ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

「人生の中で輝いている時があった！」、

そういう瞬間を生み出せる福祉が「夢」

りません。そうした中で、様々な集いの場所や見

守る目のある活動というものは、子どもからお年

寄りまで、ハンディキャップの有無を問わず利用

できる社会資源であり、楽しみとなるものです。

☆真剣な眼差しで、絵画に集中！

角度を変えて見れば、誰もが安心して楽しく暮

らせる街づくりにつながる新しい視点であり、私

もそういう活動の場を広げるため、ここ数年は経

済界の様々な活動の場へ積極的に顔を出すように

しています。そのうち、「卒業後にちょっと仕事

をしてみないかい？」と言ってくれる社長さんに

出会えることを願って・・・。

しかし、企業側の視点でみると、どうすれば良

いのか解らないということになります。その解決

策は、社内にある仕事内容や作業を一度整理して

組み替えてみて、その方（障害特性）にあった作

業をセレクトするという、ひと工夫を凝らすこと

です。そうすれば、障がい者の中には集中力が極

めて高い方がいて、数倍のスピードや正確さで作

業をこなす場合もあります。

また、目に見えない採用効果では、ギスギスし

たムードがあった職場が、雇用をきっかけに和や

かな雰囲気に変わったというケースもあります。

純粋で裏表もなく、打算やいじわるをすることが

ないので、周りの方も自然と心が洗われるのかも

知れません。「働けるかどうか」という価値ではな

く、私たちが忘れがちな「人」としての価値とい

う点で、彼ら・彼女らには魅力があります。

働いて納税者になれば、本人にとっても社会に

とってもウィンウィンの関係になります。今、外

国人労働者の受入が話題となっていますが、経営

者の皆様には地域の中で眠っている彼ら・彼女ら

のパワーもあることに気づいて頂き、仕事内容や

作業の洗い出しと再構築に一歩踏み出して頂けれ

ばうれしい限りです。

―最後に、取締役の夢や貴社の将来像について、

お聞かせください―

取締役：誰にでも能力がピークを迎える時期があ

り、その後は徐々に能率が落ちていきます。働け

る期間も有限であり、やがて介護保険のお世話に

なったりします。私の経験では、障がいの方の場

合その期間は通常よりも短いといえます。人生の

中でこの働ける数十年という時間を大切にしてあ

げたいと考えています。「働くことができて良かっ

たな。」「自分も輝いている時があったな。」と思え

る、そういう瞬間を生み出せる福祉を、地域の中

でしっかりと根を張りながら展開していくことが

夢です。

そこで、中期計画である２０周年ビジョン「徹底

的にキャリアアップ」を掲げました。当面は支援

の軸とノウハウを全職員が共有し、組織として

“ナビ支援”の地盤を固めていくことに取り組み

ます。加えて、これまでの弊社の経験、蓄積が旭

川の福祉の発展に役立つのであれば、積極的にノ

ウハウ等を公開し、多くの方々とともに地域内で

の連携を強めて、社会貢献を広げていきたいと考

えています。

（田邊 隆久）
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― １２ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

食料品に該当するか否かの具体例

該当 非該当

① 食用の活魚（観賞用の生きた魚は除く）
② コーヒーの生豆
③ 飲用の水・氷
④ ノンアルコール・ビール
⑤ お酒を原料に使ったお菓子
⑥ お酒を造るためのお米
⑦ 医薬品ではない栄養ドリンク
⑧ 食品と非食品を予め一体として価格表示・
販売するもので、税抜価格１万円以下で食
品価額割合２／３以上のもの

① ペットフード（人の食用ではない）
② 畜産業における生きた肉用牛（販売時点で
飲食されないもの）

③ 栽培用種子
④ 水道水（飲用以外の用途にも使われるた
め）

⑤ 保冷用の氷
⑥ 清掃用として販売する重曹
⑦ 食料品の販売に伴い別料金で受取る包装代
や発送料（食料品の対価ではない）

税率アップを含む大きな消費税改正は今回が３度目となりますが、今回の改正は、２段階税率

（８％と１０％）や適格請求書など今までにない制度が導入され、単なる経理的な対応だけでな

く、軽減税率適用対象品の正しい理解、レジや請求システムの変更、価格改定や円滑な転嫁（得

意先の理解）、社内教育（経営幹部・社員の知識習得）、転嫁拒否の問題（しない・させない）な

ど多岐に亘る準備が必要となっています。

１．軽減税率適用対象の「食料品の譲渡等」とは？

軽減税率の適用対象となる取引は、「食料品の譲渡等」と「定期購読契約に基づく新聞（週２

回以上発行）の譲渡」ですが、「食料品の譲渡等」に該当する取引か否かは、次のように２つの

視点で判断します。国税庁が公表する「消費税の軽減税率制度に関するQ&A（個別事例編）」な

どの具体例を参考に整理すると、次のようになります。

（１）対象となる食料品とは？

軽減税率適用対象の食料品とは、人の飲用、または食用に供されるもの全般であり、添加物・

健康食品・サプリメントを含み、お酒・医薬品などは除外されています。具体例は、次表のとお

りです。

なお、人の飲用・食用であるかは、販売する側の販売準備時点で判断することになっていま

す。例えば、人の食用として販売されている肉を、購入者がペットに食べさせようとして購入し

たとしても、軽減税率適用対象の食料品に該当します。

（２）対象外となる外食・ケータリングとは？

（１）に該当する食料品であっても、食料品を単純に譲渡するのではなく、場所を提供して飲

経営のアドバイス

消費税改正の準備ポイント
むらずみ経営グループ

税理士法人むらずみ総合事務所
代表社員・税理士 玉木 祥夫
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― １３ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

「食料品の譲渡等」に該当するか否かの具体例

該当
食料品の単純な譲渡

非該当
外食・ケータリング

① 飲食店が行う出前や宅配
② 飲食店におけるテイクアウト販売や持ち帰り販売
③ 列車車内販売やホテル客室冷蔵庫の飲料販売（酒類を除く）
④ 有料老人ホーム・サービス付高齢者住宅での一定の食事提供
⑤ 義務教育における給食提供（全員を対象にするもの）

＊④と⑤は、本来は外食・ケータリングとなり、軽減税率適用対象外ですが
政策的配慮で軽減税率適用対象となっています。

① コンビニのイート
インスペースでの
飲食

② ショッピングセン
ターのフードコー
トでの飲食を前提
とした販売

軽減税率（８％）対象売上のみ 双方あり 標準税率（１０％）対象売上のみ

売上構成パターンの３区分

小売業・卸売業 外食産業 食料品製造（小売）業 他の産業

取扱商品に
食料品があるか否か

テイクアウト販売や
お土産販売品などが
あるか否か

食料品以外の販売や
別料金の包装代・発送
料の発生があるか否か

食料品の販売
があるか否か

あり
コンビニな

ど

なし
メガネ店な

ど

あり
ファースト
フード店な

ど

なし
店舗内飲食
のみの飲食
店など

あり
保冷バック
が別料金の
ケーキ店な

ど

なし
店頭販売の
みのパン専
門店など

あり
客に健康食
品を販売す
るマッサー
ジ店など

なし

食料品専門

食させる「外食」と、相手方の指定する場所に出向いて調理・提供する「ケータリング」は、軽

減税率適用対象から除外されます。これらは、食料品そのものの価値以外のサービスが大きく付

加されているからです。具体例は、次表のとおりです。

なお、「店内飲食」か「持ち帰り販売」かは、販売時の顧客意思確認により判定するのが原則

です。

２．売上構成パターン（３区分）の把握が準備行為の出発点

次に、今回の消費税改正のためにどんな準備が必要かを的確に判断するためには、「自社の売

上に軽減税率（８％）対象売上高があるか否か（将来の見通しを含めて）」という観点で、自社

の売上構成パターンが次の３区分のどれに該当するのかを把握することが必要です。主な業種毎

に、３区分判断のポイントと判断事例を示したのが、次の図です。

なお、同一法人（同一個人事業主）が複数の事業を営んでいる場合、それぞれの事業毎にパ

ターンを判断します。
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― １４ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

消費税転嫁方式区分
軽減税率（８％）
対象売上のみ

双方あり
標準税率（１０％）
対象売上のみ

内税方式
（税込転嫁方式）

単品毎に税込価格を設定
して消費税を転嫁する方
式

＊免税事業者は、どの
売上構成パターンで
あっても、仕入や経
費のコストアップを
吸収するための価格
改定が必要となりま
す。

全ての取扱品目が軽減
税率（８％）対象品に
なるので、価格改定作
業は不要です。

① 全ての取扱品目に
ついて適用税率を
明確にし、②・③
で決定した価格
を、２段階税率に
対応できるレジ・
請求システムなど
に登録します。

② 標準税率（１０％）
対象品は、（旧価
格÷１０８×１１０）で
計算した金額を新
価格に設定しま
す。

③ 軽減税率（８％）
対象品は、価格を
据置きます。

全ての取扱品目が標準
税率（１０％）対象品に
なるので、（旧価格÷
１０８×１１０）で計算した
金額を新価格に設定
し、レジ・請求システ
ムなどに登録します。

外税方式
（税抜転嫁方式）

単品毎の税抜価格を合計
しその合計額に対する消
費税を加算して転嫁する
方式

全ての取扱品目につい
て適用税率を明確に
し、２段階税率に対応
できるレジ・請求シス
テムなどに税率区分を
登録します。

全ての取扱品目が標準
税率（１０％）対象品に
なるので、レジや請求
システムなどの税率を
１０％に改定します。

３．消費税転嫁のための価格改定など

（１）価格改定

２０１９年１０月１日からは、２段階税率を前提とした消費税転嫁を行うための価格改定を実施しな

ければなりません。自社の売上構成パターンと消費税転嫁方式に応じ、必要な対応策を整理した

のが次表です。

内税方式を採用している場合で、１０円や５０円など高めの最低価格単位を設定している場合、標

準税率（１０％）対象品について行う端数処理（切上・切捨）の影響が大きくなりますので、全体

として適正な改定幅になるようにします。

（２）価格表示

どちらの消費税転嫁方式であっても、店舗・メニュー・WEBなどにおける価格表示は、税込

価格表示が原則となっていますので、（１）により価格改定を実施した場合には、価格表示の変

更も必要です。ただし、２０１４年、２０１９年と短期間に２回実施される税率改正対応の事務負担を軽

減するため、２０２１年３月３１日までは、税込価格と誤認されないための防止措置（例えば、『１，０００
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― １５ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

①現行請求書制度
（ア）相手方の氏名・名称

小売・飲食・タクシーなどの
事業者発行分は省略可

（イ）年月日・取引内容・対価金額
（ウ）発行者の氏名・名称

②区分記載請求書制度
軽減税率適用対象品である旨の

表示（事例では☆の印）と適用税
率毎の対価合計の追加（赤字部
分）が必要です。

③適格請求書制度
対価（合計対価と適用税率毎の

対価合計）に含まれる消費税額と
発行事業者の登録番号の追加（青
字部分）が必要です。

請求書（領収書・計算書）
○○○御中

２０１９年１０月３日
チョコレート ￥２１６
キャベツ ￥１６２
ティッシュ ￥１１０
計 ￥４８８

�スーパー玉友

請求書（領収書・計算書）
○○○御中

２０１９年１０月３日
チョコレート☆ ￥２１６
キャベツ☆ ￥１６２
ティッシュ ￥１１０
計 ￥４８８

内訳
８％適用（☆印） ￥３７８

１０％適用 ￥１１０
�スーパー玉友

請求書（領収書・計算書）
○○○御中

２０１９年１０月３日
チョコレート☆ ￥２１６
キャベツ☆ ￥１６２
ティッシュ ￥１１０
計 ￥４８８
うち消費税 ￥３８

内訳
８％適用（☆印） ￥３７８
うち消費税 ￥２８

１０％適用 ￥１１０
うち消費税 ￥１０

�スーパー玉友
登録番号T１２３４５６７８９０１２３

円＋税』や『店内の価格は全て税抜価格です』など）を条件に、税抜表示も認められているの

で、その際は価格表示の変更は不要となります。

４．レシートや請求書などの変更

（１）段階的な記載追加への対応

現行制度では、物品やサービスを購入した事業者が、購入額に含まれる消費税額の控除（仕入

税額控除）を受けるには、下表①の現行請求書制度欄の事例のように、保存する請求書（領収書

などを含む）に法定事項が記載されている必要があります。しかし、２０１９年１０月１日からは、区

分記載請求書制度と適格請求書制度が段階的に導入され、②と③の事例のように、記載すべき事

項を追加する必要があります。また、２０２３年１０月１日から導入される適格請求書制度では、事業

者登録制度が導入され、適格請求書の発行が登録事業者の義務となり、一方、購入事業者は適格

請求書に記載された消費税額などに基づき仕入税額控除額を計算し、その適格請求書を保存しな

ければなりません。

（２）売上構成パターン毎の具体的対応策

『自社が発行するレシートや請求書などに具体的にどのような変更を行えば良いのか』につい

て、今後の時間経過と売上構成パターン毎に、対応策を整理したのが次表です。
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― １６ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

時間経過
軽減税率（８％）
対象売上のみ

双方あり
標準税率（１０％）
対象売上のみ

２０１９年９月３０日まで

現行請求書の期間

現在発行している請求書・領収書・計算書が、（１）①の現行請求書
制度の要件を満たしているか否か再確認します。万が一、満たしてい
ないのであれば、将来必要となる対応策も含めて、レジ・請求システ
ムなどの改修を行います。

２０１９年１０月１日から
２０２３年９月３０日まで

区分記載請求書の期間

（１）①の現行請求
書制度の要件を満たし
ていれば、現在発行し
ている請求書・領収
書・計算書に、『全品
が軽減税率対象』など
のように追加表示すれ
ば良いです。

この追加は、ゴム印
でも構いませんので、
ゴム印を活用すれば、
レジ・請求システムな
どの改修は不要です。

（１）②の区分記載
請求書制度の要件を満
たした請求書・領収
書・計算書を発行でき
るよう、早めにレジ・
請求システムなどの改
修を行う必要がありま
す。

改修に際しては、４
年後に対応が必要とな
る（１）③の適格請求
書制度の要件を満たす
ようにします。

現在発行している請
求書・領収書・計算書
が、（１）①の現行請
求書制度の要件を満た
していれば、何も変更
する必要がありませ
ん。

２０２３年１０月１日から

適格請求書の期間

２０２３年１０月１日からは、免税事業者を除き、どの売上構成パターン
であっても、（１）③の適格請求書制度の要件を満たした請求書・領
収書・計算書を発行できるよう、レジ・請求システムなどの改修を行
う必要があります。どちらかの税率区分の取引がない場合には、その
税率区分の内訳を『０』と表記しなければなりません。

なお、免税事業者は適格請求書を発行できないので、２０２３年１０月１
日からは、免税事業者からの物品やサービス購入代金の一部（７年目
からは全額）について、購入事業者は税額控除を受けられなくなりま
す。そこで、免税事業者が取引から排除されることを回避するため
に、課税事業者を選択して消費税納税義務を負い、適格請求書を発行
することも可能となっています。

５．主な経過措置取引（旧税率適用取引）について

標準税率（１０％）対象取引については、２０１９年１０月１日以降に引渡・提供されるものから新税

率が適用されるのが原則です。しかし、「契約・代金授受から引渡・提供までの時間が長い取

引、引渡・提供の時期が不確定な取引」や「１０月１日前後の厳密な区分が難しい取引」などは、

２０１９年１０月１日以降の引渡・提供であっても、次の条件を満たすものは、旧税率取引となりま

す。販売者が営業行為として見積金額や価格を提示・計算する場面や、販売者・購入者が収入や

経費を区分経理処理する場面において、注意しなければなりません。
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― １７ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

主な経過措置取引と注意点
時間経過

指定日前日
３月３１日

施行日
１０月１日

（１）一定の請負契約などで３月３１日までに契
約され、引渡・完了が１０月１日以降のも
の

＊工事・製造の請負やソフト開発・設計・測
量・企画などで一括業務完了が要件のもの
や、仕様選択・変更が可能な建物の譲渡が対
象となる契約になります。ただし、これらに
該当するものでも、４月１日以降に確定した
金額増額分や、月単位で業務が完結する警
備・清掃・メンテナンスなどは該当しないの
で注意が必要です。

契約
引渡
完了

（２）店舗・事務所などの貸付で３月３１日まで
に契約（更新）され、１０月１日前から継
続貸付されるもの

＊契約において、事情変更による賃貸料変更が
できないものに限りますので、個々の賃貸借
契約書を確認することが必要です。

契約
更新

継続貸付

（３）継続供給の電気・ガス・電話・灯油など
で１０月３１日までに確定するもの

継続供給
１０月末まで確定

（４）右の要件を満たす旅客運送・入場料（映
画・演劇・美術・遊園地・競馬場など）

対価授受
提供
完了

（５）右の要件を満たす定期供給書籍などの予
約販売

契約
対価授受

引渡

（６）発行者指定発売日が９月３０日以前の新聞
（軽減税率適用対象を除く）

指定発売日 引渡

（７）右の要件を満たす通信販売による販売商
品（軽減税率適用対象を除く）

価格提示
申込

引渡

６．区分経理の必要性と中小事業者の特例

標準税率（１０％）対象取引と軽減税率（８％）対象取引は、個々の取引を区分集計しますが、

中小事業者（基準期間課税売上高５，０００万円以下）は、区分が困難な事情（区分不能なレジ・電

卓売上計算・経理能力）がある場合、一定期間次の推定区分計算を行うことが可能です。

（１）売上の区分が困難な場合

①費用実績割合による区分

次の３つの条件を満たす場合には、２０１９年１０月１日から４年間のみ、次の事例図に記載のとお
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１，５００万円×４０％＝８％対象売上６００万円

１，５００万円×６０％＝１０％対象売上９００万円

８％対象費用＝４００万円 ４０％

１０％対象費用＝６００万円 ６０％

税込売上１，５００万円が区分不能！ 税込費用１，０００万円を区分

区分
経理

税込売上合計
１，５００万円を
４対６の比率で

配分

任意の連続１０日間の売上計５０万円だけ区分して売

上割合を計算し、全期間の税込売上を区分します。

２，０００万円×２０％＝８％対象売上 ４００万円

２，０００万円×８０％＝１０％対象売上１，６００万円

８％対象売上１０万円 ２０％

１０％対象売上４０万円 ８０％

税込売上２，０００万円が区分不能！

通常の連続１０日間だけ区分集計

期首 期末

り、税込費用の区分実績割合に基づき、税込売上を区分することが認められます。

（ア）軽減税率（８％）対象売上のある卸売か小売業の事業者であること

（イ）簡易課税の非適用期間であること

（ウ）費用の区分が可能であること

②１０日間売上割合による区分

軽減税率（８％）対象売上のある全ての中小企業者は、２０１９年１０月１日から４年間のみ、次の

事例図に記載のとおり、通常の連続１０営業日の売上区分実績割合に基づき、全期間の税込売上を

区分することが認められます。

（２）費用の区分が困難な場合

次の３つの条件を満たす場合には、２０１９年１０月１日から２０２０年９月３０日の属する課税期間の末

日まで、次の事例図に記載のとおり、税込売上の区分実績割合に基づき、税込費用を区分するこ

とが認められます。

（ア）軽減税率（８％）対象売上のある卸売か小売業の事業者であること

（イ）簡易課税の非適用期間であること

（ウ）売上の区分が可能であること
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８％対象売上＝３６０万円 ３０％

１０％対象売上＝８４０万円 ７０％

８００万円×３０％＝８％対象費用２４０万円

８００万円×７０％＝１０％対象費用５６０万円

税込売上１，２００万円を区分 税込費用８００万円が区分不能！

区分
経理

税込費用合計
８００万円を

３対７の比率で
配分

項目 準備ポイント

（１）
仮決算

（２０１９年９月末時点）

＊３月決算法人は、初
めて仮決算が必要と
なるので、９月末時
点の仮決算を忘れな
いよう、注意が必要
です。

① ９月３０日までの期間と１０月１日からの期間は、税率が異なります
ので、９月末時点で売掛金・未収金や未払金・未払費用を正確に
計上し、税率が異なる期間の売上と経費を正確に把握します。ま
た、経過措置対象の売上や経費が旧税率取引として区分されるよ
うに注意しなければなりません。

② 「軽減税率対象売上のみ」の場合、売上の最終的な税率は８％で
変わらないのですが、税率の内訳が、（国税分６．３％＋地方税分
１．７％）から（国税分６．２４％＋地方税分１．７６％）に変わるので、正
確に期間把握することが必要になります。

（２）
レジ・請求システム

軽減税率（８％）対象売上のある事業者は、要件を満たしたレジ・
請求システムなどの改修を計画的に推進します。その際には、軽減税
率対策補助金を活用し、資金負担の軽減を図ります。

（３）
経理処理

＊記帳状況に
応じ、右記
のように準
備します。

手書での
記帳

勘定科目体系を次のように変更します。
①別々の売上科目（８％売上と１０％売上）を設定
②別々の仕入科目（８％仕入と１０％仕入）を設定
仕入がない業態は不要です。
③経費科目に「軽減税率経費」を設定
交際費などに含まれる食料品購入分や新聞代など軽減税率適用費用
だけを集計する専用科目を新設します。

会計ソフ
トによる
記帳

仕訳への
課税区分
設定

あり
それぞれの仕訳に合致した「消費税課税区分」を入力
します。

なし
手書帳簿と同じですが、双方の適用税率が登場する科
目に税率毎の補助コードを設定しても良いです。

７．経理処理の準備ポイント

２段階税率や区分記載請求書・適格請求書など今までにない制度が導入されたことにより、経

理処理における必要準備事項も多岐に亘り、複雑になっています。項目毎に詳しく整理したのが

次表です。
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（４）
購入段階のチェック

① 軽減税率が適用される食料品などを購入した場合、支払先から受
領する領収書や請求書が区分請求書制度の要件を満たすか否か
チェックし、満たさない場合には、自社で軽減税率対象品目に印
を付け、税率区分毎の税込金額を追記します。

② ２０２３年１０月１日以降は、適格請求書制度の要件を満たさない請求
書・領収書・計算書では、仕入税額控除を受けられません。従っ
て、相手先が免税事業者である場合を除き、要件を満たしていな
い場合には、適格請求書の発行を相手方に要求しなければなりま
せん。

「買いたたき」の具体例

メガネの小売事業者は、賃借している店舗に
つき、税込価格で定められている家賃につい
て、消費税率引上げ分を上乗せせずに支払っ
た。

大規模小売事業者は、消費税率引上げ後に見
込まれる売上減少の対策として、消費税率引上
げ後の税抜価格を３％引下げる販売企画を実施
し、納入事業者に対しても税抜納入価格を３％
程度引き下げるよう要請した。

８．転嫁拒否行為の禁止について

（１）取締制度と社員教育の必要性

消費税率が５％から８％に引上げされた際に、「消費税転嫁対策特別措置法」が制定され、中

小事業者などから継続的に商品やサービスの供給を受ける事業者に対し、買いたたき（今までの

価格を引下げることにより消費税転嫁を拒む行為）などを行うことが禁止されています。

しかし、買いたたきなどを取り締まる公正取引委員会の相談窓口などには既に約１万件の相談

が寄せられていて、約半数について、供給を受ける事業者に対し是正指導が行われています。こ

のうち影響力の大きい勧告案件４６件は、実名入りで「買いたたき」の内容が公表されています。

次表は買いたたきの具体例ですが、供給を受ける事業者側に悪意がなく、無知に基づき無意識

のうちに「買いたたき」を行っているケースも少なくありませんので、買いたたきに該当する行

為を行わないよう、社員教育の実施など適切な管理を行う必要があります。

（２）転嫁拒否行為への対処法

自社が、買いたたきなどを受ける可能性がある場合の対応策を、次のように事前準備段階と事

後的対処段階に分けて明確にし、自社の営業・販売担当部署に周知することも必要です。

①事前準備段階

（Ａ）転嫁への理解をお願いする文書を得意先へ発送すると同時に、店内やホームページなどに

掲示します。

（Ｂ）継続的に大きな取引のある得意先で、買いたたきや値引き要請がありそうな先を事前にリ
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ストアップし、訪問によるお願いなど個別対応を行います。

（Ｃ）得意先に公益非課税事業者（医業・社会福祉・学校教育など）がある場合には、事前の個

別対処が重要となります。

②事後的対処段階

（Ａ）買いたたきが、得意先の担当者段階での要求なのか、組織決定に基づく要求なのかを、見

極めることが重要です。

（Ｂ）担当者段階での要求であれば、上司や経営者との直接交渉を求めます。それでも理解され

ない場合は、上司や経営者に直接連絡します。

（Ｃ）得意先の上司や経営者との交渉の際には、公正取引委員会が公表する類似勧告事例などを

交渉材料に、消費税転嫁への理解を求めます。

（Ｄ）交渉が不調に終わった時は、第三者（公正取引委員会・中小企業庁などの行政や弁護士な

ど）を通じた交渉を行うのか、転嫁を諦めるのか、意思決定しなければなりません。第三

者を通じた交渉を選んだ場合には、その得意先との取引を失う覚悟が必要となります。

９．その他の制度など

（１）簡易課税選択の特例

① 簡易課税の選択は、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制

度選択届出書」を提出するのが原則です。

② しかし、中小事業者（基準期間課税売上高５，０００万円以下）は、２０１９年１０月１日から２０２０年

９月３０日までの日の属する課税期間については、その課税期間中に提出すれば、その課税期

間から適用を受けることができます。

（２）消費税改正対応のためのシステム改修費

① コンピュータ・システムのプログラム開発費用やバージョンアップ費用は、減価償却を通じ

て費用化するのが原則です。

② しかし、消費税改正に対応するために、販売管理・請求書発行システムのプログラムを改修

した場合、それ以外の機能追加がないときは、全額を修繕費として損金算入することとなり

ます。

（３）軽減税率対策補助金

① 要件を満たした複数税率対応レジや受発注システムの導入に対し、前者は１台２０万円１事業

者２００万円、後者は１，０００万円を上限に、補助金の支給を受けることが可能です。

② 食料品の小売・卸売や飲食業など軽減税率対象品を継続的に取扱う中小事業者だけが対象で

あり、軽減税率対象品の継続的取扱のない事業者の不正受給が問題視されているので注意が

必要です。
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区分 果たすべき役割

（１）
企業経営者
個人事業主

① 価格改定や消費税負担増加について、得意先（元請先）の理解が得られ難
いことが想定される場合には、早めに得意先と接触し、消費税転嫁につい
て理解を得ます。

② 自社のレジ・請求システムなどの必要変更事項とタイミングを的確に理解
し、補助金などを有効に活用し、必要な変更を制度改正前に完了させま
す。

③ 仕入先・外注先・各種納入先に対する転嫁拒否行為を、自ら行わないよう
に注意します。

④ 営業担当者・販売員・得意先担当者、購買担当者、経理担当者が理解すべ
き知識を習得するための機会（職場内研修・外部研修参加など）を設けま
す。

⑤ 納税額増加による中間納付の発生・増加、購入支出で先行増加する消費税
額（特に軽減税率対象売上割合が高い事業者）など資金繰上の悪影響が出
ないか慎重に検証します。

（２）
営業担当者
販売員

得意先担当者

① 自社の売上品目が、標準税率対象品と軽減税率対象品のどちらに該当する
のかを正しく理解しなければなりません。

② 経過措置取引に該当する可能性がある売上品目や提供サービスがある場
合、経過措置取引の該当要件を正しく理解しなければなりません。

③ 現行請求書制度、区分記載請求書制度、適格請求書制度の違いや、今自社
に求められるのがどの制度かを正しく理解しなければなりません。

④ 持ち帰りで購入した顧客が店内飲食した場合など、お客様対応に困る場面
の想定とその対処を訓練する必要があります。

（３）
購買担当者

仕入先・外注先・各種納入先に対し、買いたたきなどの転嫁拒否行為を行わ
ないよう注意しなければなりません。

（４）
経理担当者

① 「７．経理処理の準備ポイント」に記載のとおり、必要な準備を計画的に
進めなければなりません。

② 消費税改正に関する知識習得や情報取集を担当し、必要な情報を職場にタ
イムリーに発信することが必要になります。

１０．役職別の役割の整理

最後に、今回の消費税改正に関し、役職別に果たすべき役割を整理したのが、次表です。

以上
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タイ経済は景気回復が続いており、NESDC（タイ国家経済社会開発委員会）は、２０１８年の

GDP成長率（速報値）が、実質ベースで前年比４．１％だったと発表。２０１７年のタイの実質GDP成

長率が４．０％に修正されたため、４％台は２年連続となりました。２０１５年の２．９％、２０１６年の

３．２％から成長が加速しています。

〔設備投資の加速〕

投資は官民ともに加速し、大型商業施設の開発やバンコクの高架鉄道であるBTSの延伸などイ

ンフラ投資が目立っている状況です。商業施設の開発も相次いでおり、２０１８年１１月には国内最大

規模の「アイコンサイアム」（同施設に「サイアム高島屋」がキーテナントとして入居）が開業し

ました。

〔観光業の回復〕

外国人観光客の増加（実績：３，８２８万人、前年比＋７．５％）が回復に寄与しており、２０１９年は

４，１１０万人の予想となっています。２０１８年１０－１２月期の実質GDP成長率を供給項目別に見ると、

ホテル・レストランは５．３％、卸小売は７．５％と高い伸び率を記録しました。

〔２０１９年見通し〕

２０１９年のGDP成長率について、NESDCは３．５～４．５％と予測しています。米中貿易戦争により

世界経済の先行きが不透明の中、予測は据え置いたものとなりました。その上で、政府が公共投

アジアニュース

新しい商業施設に北海道から出店ラッシュ
―バンコク大型複合施設に「北海道どさんこプラザ」が開設―

北洋銀行バンコク駐在員事務所
所長 小柳 博嗣
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アジアニュース

― ２４ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

２０１８年１１月９日 開店前日の様子

資の予算を確保している事や観光業が回復の兆しを見せている事は、明るい材料になるとの見解

を示しています。懸念材料としては、世界経済減速の影響や３月に行われる総選挙の結果次第

で、テロや大規模デモなどが発生するリスクなどが挙げられています。過去にはスワンナプーム

国際空港の占拠などが起きた２００８年に、生産指数や訪タイ旅行者が落ち込む事がありました。

【新しい商業施設がオープン】

２０１８年１１月１０日、バンコクに大型複合施設「アイコンサイアム」がオープンしました。同施設

にはキーテナントとなる高島屋のタイ１号店「サイアム高島屋」が同時にオープンし、UG階

（２階に相当）に道産品アンテナショップ「北海道どさんこプラザ」が開設されています。同プ

ラザの海外店はシンガポールに次ぐ２店目で北海道産の食材、民芸品など約５００点を取り扱って

います。

〔開業までの道のり〕

２０１１年、バンコクの中心部を流れるチャオプラヤー川西岸（トンブリー地区）に大規模な複合

施設「アイコンサイアム」開発が発表されました。敷地面積は約８万㎡。商業施設２棟と５０階建

てと７０階建ての高級分譲マンションを併設し、延べ床面積は７５万㎡にもなるものです。投資額は

約５４０億バーツ（約１，８８０億円）。２０１７年完成を目指して２０１４年より着工されました。

そして２０１４年１０月には高島屋が「アイコンサイアム」内にデパート「サイアム高島屋」を出店

すると発表、また２０１７年９月には北海道が「サイアム高島屋」内に道産品アンテナショップ「北

海道どさんこプラザ」を出店する方針を発表します。

その後、当初予定より１年遅れとはなりましたが、２０１８年１１月９日「アイコンサイアム」は、

VIPなどを招いてオープニングイベントを開催、１０日から一般客向けの正式オープンとなりまし

た。商業・娯楽施設の延べ床面積では、バンコク中心部の「セントラル・ワールド」を抜いてタ

イ最大となっています。
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― ２５ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

どさんこプラザ入居予定場所 サイアム高島屋エントランス

昼の様子 夜の様子 フードコートは大盛況

開業の５か月前の様子

２０１８年６月に建設現場を見学した際は、コンクリート打ちっぱなしの状態で、開業を危

ぶむ声も聞こえてきましたが、最後は急ピッチで仕上げ、無事オープンとなりました。

オープニングイベントの様子
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― ２６ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

石井会長あいさつ 高橋知事あいさつ

〔どさんこプラザ開設記念「食とワインの夕べ in バンコク」を開催〕

１１月１６日、ホテルオークラ プレステージバンコクにてレセプションを開催。高橋はるみ・北

海道知事や石井純二・北洋銀行会長らが出席し、タイ初の「どさんこプラザ」開設をPRしました。

〔開業後とこれから〕

「アイコンサイアム」および「サイアム高島屋」は、最寄り駅（BTSクルントンブリー）から

は徒歩２０分と遠く、開業前からアクセスの悪さが問題視されていました。駐車場は約４，０００台確

保していますが、手前の道路はモノレールの工事中で車線が狭くなっており、交通渋滞が常態化

しています。

現在は、対岸（チャオプラヤー川 東岸）のBTSサパンタクシン駅近くの船着き場よりシャト

ルボートを利用する観光客が多く、「アイコンサイアム」内では川に近いエリアが賑わいを見せ

ています。一方で、川からは遠いエリアにある「サイアム高島屋」はやや苦戦を強いられている

状況は否めません。ただし２年後に完成予定のモノレールは「サイアム高島屋」に直結する予定

であり、動線の変化が期待されています。これにより従来のバンコク商業地図を塗り替える可能

性もあります。

「アイコンサイアム」の、開業３か月間における１日当たりの平均来店者数は、平日が１３万

人、休日が１５万人。タイ人は７０％で、外国人では中国人が８０％を占めていると発表しました。日

本人が多く居住するスクンビット地区からは離れており日本人は少ないのが現状です。

今年７月には大型会議場と美術館が稼働予定であり、さらなる来店者数増加が期待されます。

〔どさんこプラザについて〕

どさんこプラザは今回の出店に当たり約５００アイテムのFDA（タイ国食品医薬品承認局）認可

登録を行いました。商品は菓子類の登録が多いですが、定期的に入替を行いながら、常時３５０ほ

どのアイテムが陳列されています。商品別では北海道ミルクを使ったソフトクリームが一番人気

で、チョコレート菓子なども良く売れているそうです。常設ではないテスト販売のブースでは生
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― ２７ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

鮮品（野菜や果物などの一次産品）を販売しており、売れ行きは好調との事です。

ただし、交通アクセスの不便さから期待通りの集客には至っていない模様で、タイ側の担当者

からは「レイアウトやディスプレイの変更も含め、もっと北海道コーナー感を出していく事を検

討している。」との話を伺いました。

まだ試行錯誤の段階ですが、北海道産品をタイで売りたいと考えている事業者様には新しい販

売窓口が出来た事は間違いありません。交通アクセスの問題は解決が見込まれており、近い将来

には新しいランドマークとして人気の商業施設となっている事が期待されます。

今後、バンコクで北海道産品の販売を検討している方がいらっしゃいましたら、テスト販売か

らご検討されてはいかがでしょうか。

〔そのほかの出店企業について〕

「アイコンサイアム」および「サイアム高島屋」には、ほかにも北海道企業が出店していま

す。北海道は「食」が人気であり「梅光軒（ラーメン）」、「カムイ（北海道レストラン）」、「北海

道朝市（海鮮丼）」、「おたる政寿司（寿司）」のお店がそれぞれバンコク初進出しました。

飲食以外では、「GANON FLORIST（生花店）」と「ツルハ（ドラッグストア）」も出店してい

ます。「どさんこプラザ」を含め７店もの北海道企業が同時にオープンしており、出店ラッシュと

なりました。

〔バンコク駐在員事務所について〕

当駐在員事務所では、タイ進出の際に様々なサポートを行っております。現地視察のアレン

ジ、市場・物流・商流調査のサポート、タイ法人設立に向けたパートナー企業や販路拡大を目指

したマッチング、提携先であるバンコック銀行を通じた金融支援（口座開設、資金調達）など

様々な形でご利用いただけますので、タイでのビジネスをお考えの方がいらっしゃいましたら、

お気軽にご相談いただければと思います。

以上
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― ２８ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

経済コラム 北斗星

人口減少時代におけるAI（人工知能）の活用
AI（Artifical Intelligence、人口知能）の第３次ブームということで、このところAIに関す

る出版や雑誌等での特集（例えば「文芸春秋」３月号）が相次いでいる。人口減少時代にお

ける人手不足への対応あるいは生産性向上に向けての取り組みの具体策として、企業の関心

も急速に高まっているようだ。自動車の自動運転技術の開発や医療診断システム、キャッ

シュレス社会の構築、各種ロボット開発などの記事は毎日のように各紙の紙面を賑わしてい

る。

金融の分野も例外ではない。フィンテック（ファイナンスとテクノロジーの合成語）とい

う標語を合言葉に、決済・融資・資産運用・保険などの分野で様々な新しいサービスが提供

されつつある（野口悠紀雄著『入門AIと金融の未来』）。例えば、北洋銀行でも本年２月２５

日から、スマートフォンで登録口座の残高や入出金明細を２４時間いつでもリアルタイムに照

会できる「ほくようスマート通帳」の取り扱いを開始した。これにより紙の預金通帳は不要

となり、お客様の利便が向上するとともに、紙の使用量削減の効果も期待される。

AIの技術は近年急速に進化しており、周知のとおりチェス・将棋・囲碁などの分野にお

いては、既にその道の名人（最高の知力）を打ち破る実績をもつソフトが開発されている。

大量のデータ（ビッグデータ）に基づき、コンピュータが自動的に学習する能カ（機械学

習）が開発され、パターン認識、図形認識が可能となり、顔認証などAIの活用範囲も急速

に広がりつつある。こうした状況に鑑み、「AIは将来、人知を超えるのではないか」「AIが人

類を滅ぼすのではないか」といった議論も見られるところである。もっとも、「AIがコン

ピュータ上で実現されるソフトである限り、人間の脳の働きの全てを計算式で表示できなけ

れば、AIが人知を超えることはない」というのが現時点での一般的な見方である。近い将

来人間の脳の働きが、全て解明される確率は低い。ただ、人間が指示する狭い範囲の仕事

（タスク）は、今後AIの下で稼働する機械やロボットにどんどん代替されることは避けられ

まい。

オックスフォード大学の研究チームの予測によると、アメリカの７０２種に分類した職業の

うち、今後１０年から２０年の間に約半数が消滅し、全雇用者の４８％が職を失う恐れがあるとい

う。仕事がマニュアル化し易いルーティーンの仕事、とりわけ事務系の仕事がAIに代替さ

れる可能性が高いとの予測だ。アメリカで生ずる事態は、日本においても同じように発生す

る可能性が高く、決して他人ごとではない。我が国の場合、急速な人口減少に伴う人手不足

が深刻化しつつある現状に鑑み、今後、AI化に伴い仕事を失う人が出ても失業問題はさほ

ど大きな問題とはならないとみる向きもある。しかし、AIによってはじき出された人々

が、人間でなければできない、すなわちAIに代替されず生き残る仕事に全て再就職できる

か否かは未知数だ。人材のミスマッチが発生すればそれはそれで大きな社会問題となろう。

今、ネット時代の子供たちの読解力が急速に低下してきているという（新井紀子著『AI vs

教科書が読めない子供たち』）。AI時代の人材育成の在り方が問われる時代が間近に迫って

いる。 （平成３１年３月１０日 北洋銀行顧問 横内 龍三）
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年月

鉱工業指数
生産指数 出荷指数 在庫指数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国
２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１４年度 １０２．２ △５．３ ９８．４ △０．５ １００．６ △６．１ ９７．５ △１．２ ９７．２ ２．０ １０４．９ ６．１
２０１５年度 r ９９．７ △２．４ r ９９．８ △０．７ r ９９．７ △０．９ r ９９．６ △１．０ r ９２．６ △４．７ r ９５．２ ０．２
２０１６年度 r ９９．８ ０．１ r１００．６ ０．８ r ９９．４ △０．３ r１００．２ ０．６ r ９２．３ △０．３ r ９３．９ △１．４
２０１７年度 r１００．３ ０．５ r１０３．５ ２．９ r１０１．４ ２．０ r１０２．４ ２．２ r ９８．０ ６．２ r ９８．８ ５．２

２０１７年１０～１２月 r１００．５ ０．２ １０４．４ １．２ r１０１．３ △０．４ r１０３．１ ０．７ r ９５．２ １．８ １０１．１ ２．０
２０１８年１～３月 r ９８．９ △１．６ １０３．３ △１．１ r ９９．８ △１．５ １０１．８ △１．３ r１０３．４ ８．６ １０４．１ ３．０

４～６月 r１００．２ １．３ １０４．５ １．２ r１００．２ ０．４ １０３．９ ２．１ r１０４．１ ０．７ １０１．４ △２．６
７～９月 r ９５．７ △４．５ １０３．１ △１．４ r ９７．１ △３．１ １０１．９ △２．０ r１００．７ △３．３ １０２．６ １．２
１０～１２月 r ９８．６ ３．０ １０５．１ ２．０ r ９８．４ １．４ １０３．７ １．８ r１０４．４ ３．７ １０３．１ ０．５

２０１８年 １月 r ９９．０ △１．４ １００．８ △４．７ r１００．１ △１．８ １００．２ △４．９ r ９６．５ １．４ １００．５ △０．６
２月 r ９８．３ △０．７ １０３．５ ２．７ r ９９．８ △０．３ １０１．９ １．７ r ９８．９ ２．５ １００．８ ０．３
３月 r ９９．４ １．１ １０５．７ ２．１ r ９９．６ △０．２ １０３．４ １．５ r１０３．４ ４．６ １０４．１ ３．３
４月 r ９９．６ ０．２ １０５．４ △０．３ r１０１．７ ２．１ １０５．２ １．７ r１００．７ △２．６ １０３．２ △０．９
５月 r１０１．３ １．７ １０４．８ △０．６ r１０２．１ ０．４ １０３．０ △２．１ r１０３．６ ２．９ １０３．２ ０．０
６月 r ９９．６ △１．７ １０３．４ △１．３ r ９６．８ △５．２ １０３．６ ０．６ r１０４．１ ０．５ １０１．４ △１．７
７月 r ９９．４ △０．２ １０３．０ △０．４ r１００．２ ３．５ １０１．４ △２．１ r１０１．８ △２．２ １０１．６ ０．２
８月 r ９７．４ △２．０ １０３．３ ０．３ r ９９．８ △０．４ １０３．２ １．８ r１０２．５ ０．７ １０１．４ △０．２
９月 r ９０．４ △７．２ １０２．９ △０．４ r ９１．３ △８．５ １０１．１ △２．０ r１００．７ △１．８ １０２．６ １．２
１０月 r ９８．２ ８．６ １０５．９ ２．９ r ９８．３ ７．７ １０４．６ ３．５ r１０４．７ ４．０ １０１．３ △１．３
１１月 r ９９．０ ０．８ １０４．８ △１．０ r１００．２ １．９ １０３．３ △１．２ r１０２．７ △１．９ １０１．４ ０．１
１２月 r ９８．７ △０．３ １０４．７ △０．１ r ９６．９ △３．３ １０３．３ ０．０ r１０４．４ １．７ １０３．１ １．７

２０１９年 １月 p９６．６ △２．０ １０１．１ △３．４ p９５．９ △０．９ ９９．８ △３．４ p１０３．５ △０．９ １０１．７ △１．４

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■鉱工業生産指数の年度は原指数による。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

百貨店・スーパー販売額
百貨店・スーパー計 百貨店 スーパー

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２０１４年度 ９６７，５６３△１．０ １９９，９５２△０．９ ２０９，５４７ △４．１ ６７，０２１ △２．８ ７５８，０１６ △０．１ １３２，９３１ ０．０
２０１５年度 ９６１，５５４ ３．３ r １９９，４００ ２．７ ２１０，１９０ ０．３ ６７，９２３ １．３ ７５１，３６５ ４．０ r １３１，４７７ ３．３
２０１６年度 r ９５３，９０７ ０．４ r １９５，２６０△１．１ r ２０２，８４９ △３．５ r ６５，６０７ △３．４ r ７５１，０５８ １．６ r １２９，６５３ ０．０
２０１７年度 r ９６２，１１０ ０．９ r １９６，２２３ ０．５ r ２０１，２９１ △０．８ r ６５，３５４ △０．４ r ７６０，８１９ １．３ r １３０，８６９ ０．９

２０１７年１０～１２月 ２６１，５１６ １．５ ５３，５２２ ０．７ ５７，２１８ ３．８ １８，６８１ ０．１ ２０４，２９８ ０．９ ３４，８４０ １．１
２０１８年１～３月 ２３７，１１８ １．２ ４７，７７２ ０．５ ５１，２７８ ０．６ １６，０６９ △１．１ １８５，８４０ １．４ ３１，７０４ １．３

４～６月 ２３１，２１５ ０．７ ４７，２６０ ０．２ ４５，９７９ ２．２ １５，２８０ ０．１ １８５，２３６ ０．４ ３１，９７９ ０．３
７～９月 ２３５，９３８ ０．９ ４７，８８８ ０．２ ４５，８６０ △４．１ １４，７３３ △４．０ １９０，０７８ ２．１ ３３，１５５ ２．２
１０～１２月 ２６１，４４９ ０．０ ５３，１２４△０．７ ５７，５０７ ０．５ １８，３５３ △１．８ ２０３，９４２ △０．２ ３４，７７１ △０．２

２０１８年 １月 ８１，９３２ ０．７ １６，８２６ ０．５ １７，９２０ △０．９ ５，６５９ △１．４ ６４，０１３ １．２ １１，１６７ １．５
２月 ７３，７５９ １．７ １４，５６５ ０．５ １５，６５４ ２．９ ４，７０２ △１．５ ５８，１０５ １．４ ９，８６３ １．５
３月 ８１，４２７ １．２ １６，３８１ ０．４ １７，７０４ ０．２ ５，７０８ △０．４ ６３，７２３ １．５ １０，６７３ ０．９
４月 ７７，０６２ ０．８ １５，５６５△０．１ １５，１１５ ２．６ ５，００５ ０．２ ６１，９４７ ０．３ １０，５６０ △０．３
５月 ７６，８２７△０．３ １５，６６４△１．４ １５，０４０ ０．２ ４，９４４ △２．５ ６１，７８７ △０．５ １０，７２１ △０．８
６月 ７７，３２６ １．８ １６，０３０ ２．１ １５，８２４ ３．７ ５，３３１ ２．６ ６１，５０２ １．３ １０，６９９ １．９
７月 ８１，２４１△０．４ １７，００２△１．０ １６，７７８ △３．６ ５，６１７ △６．５ ６４，４６３ ０．５ １１，３８４ １．９
８月 ８０，１１４ １．４ １５，７５１ ０．６ １５，２９８ １．２ ４，５１５ △０．８ ６４，８１６ １．５ １１，２３６ １．２
９月 ７４，５８４ １．６ １５，１３５ １．１ １３，７８４ △９．９ ４，６００ △３．８ ６０，７９９ ４．６ １０，５３５ ３．４
１０月 ７７，１０５△１．２ １５，８６２△０．２ １６，２４２ △１．７ ５，１５９ △０．１ ６０，８６３ △１．０ １０，７０３ △０．２
１１月 ７９，９７６ ０．６ １６，４３７△１．７ １７，６２６ ３．４ ５，７８９ △２．３ ６２，３５０ △０．１ １０，６４８ △１．３
１２月 １０４，３６８ ０．３ ２０，８２５△０．５ ２３，６３９ ０．０ ７，４０５ △２．５ ８０，７２９ ０．４ １３，４２０ ０．７

２０１９年 １月 ８１，５０５△０．５ １６，３２２△３．０ １８，０７９ ０．９ ５，３８０ △４．９ ６３，４２６ △０．９ １０，９４１ △２．０

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■百貨店・スーパー販売額の前年同月比は全店ベースによる。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

主要経済指標（１）

― ２９ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号

ｏ．２７３（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／０２９～０３３　主要経済指標  2019.03.20 15.29.46  Page 29 



年月

専門量販店販売額
家電大型専門店 ドラッグストア ホームセンター

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２０１４年度 １３０，０３９ － ４１，７８１ － ２１０，７３８ － ４９，４２３ － １２８，５２２ － ３２，５１７ －
２０１５年度 １３６，８１６ ５．２ ４２，２８８ １．２ ２２９，８２０ ９．３ r ５４，７７６ ９．２ １３１，５８９ ２．４ r ３３，１５９ ２．０
２０１６年度 r １３６，９７８ ０．１ r ４１，９８４△０．７ r ２４２，７１４ ５．６ r ５７，７２９ ５．３ １２９，４９２ △１．６ r ３３，０４０ △０．４
２０１７年度 r １４１，３７７ ３．２ r ４３，３４３ ３．２ r ２５５，４６５ ５．３ r ６１，６２４ ６．４ １３０，２８９ ０．６ r ３２，９２０ △０．４

２０１７年１０～１２月 ３７，４９６ ４．０ １１，２８８ ３．７ ６３，９５１ ５．１ １５，７３０ ６．１ ３５，４５８ △０．２ ８，７２０ △０．８
２０１８年１～３月 p ３６，８９７ ０．５ １０，９３１ ２．４ p ６３，９１５ ４．８ １５，０８２ ７．４ p ２５，０４５ １．２ ７，２１２ △０．５

４～６月 p ３１，９１９ ２．９ １０，０７０ ２．９ p ６４，８５８ ５．２ １５，９５４ ６．１ p ３６，９５０ ０．６ ８，６０９ △２．０
７～９月 p ３６，２９２ ０．９ １１，３９７ ０．９ p ６７，７１１ ３．３ １６，２４９ ５．５ p ３４，６３４ ４．７ ８，２５９ ０．８
１０～１２月 p ３８，６２７ ３．０ １１，５１４ ２．２ p ６５，９３７ ３．３ １６，３５９ ４．８ p ３７，０２９ ４．４ ８，７７３ ０．６

２０１８年 １月 １２，９５４ ０．７ ３，８４３ ３．６ ２２，６６１ ４．２ ５，０１３ ７．０ ８，２６７ △２．８ ２，４１１ △０．９
２月 ９，９４５ １．７ ３，０６６ ３．８ ２１，４０１ ４．１ ４，８００ ６．２ ７，２９３ ２．７ ２，１７０ △０．９
３月 １３，９９８△０．５ ４，０２３ ０．３ １９，８５３ ６．１ ５，２７０ ８．８ ９，４８５ ３．８ ２，６３０ ０．３
４月 １０，７９８△１．１ ３，３３４ ０．８ ２１，４７４ ６．０ ５，３０２ ７．９ １２，２９２ ４．１ ２，９７３ ０．４
５月 １０，３２２ ３．７ ３，２４０ ０．４ ２１，０５６ ４．５ ５，２９３ ４．１ １３，２３５ △２．９ ２，９５１ △５．６
６月 １０，７９９ ６．４ ３，４９６ ７．６ ２２，３２８ ５．２ ５，３５９ ６．３ １１，４２３ １．２ ２，６８６ △０．５
７月 １２，８９５△９．１ ４，５１６△１．５ ２２，３３１ ０．７ ５，６７０ ６．２ １１，６３３ △３．３ ２，９３１ ０．７
８月 １１，３９６ ３．１ ３，４９９△１．７ ２３，１６２ ４．０ ５，４３６ ５．４ １１，２３４ △０．１ ２，７３７ △１．４
９月 １２，００１ １２．０ ３，３８１ ７．３ ２２，２１８ ５．３ ５，１４３ ４．８ １１，７６７ ２０．２ ２，５９０ ３．３
１０月 １０，８３５ １．８ ３，０９９ ０．０ ２１，６２４ ２．７ ５，３２１ ６．３ １１，５３２ ５．０ ２，７４４ ５．６
１１月 １１，４９２ ０．４ ３，３７１△１．７ ２１，６９９ ３．５ ５，１９９ ４．４ １１，６７８ ５．７ ２，６８５ △２．４
１２月 １６，３００ ５．８ ５，０４４ ６．５ ２２，６１４ ３．８ ５，８３９ ３．９ １３，８１９ ２．９ ３，３４５ △０．８

２０１９年 １月 １３，０５９ ０．８ ３，８４９ ０．２ ２４，０５６ ６．２ ５，２５８ ４．９ ８，２８０ ０．２ ２，３６３ △２．０

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■専門量販店販売額は２０１４年１月から調査を実施。

年月

コンビニエンスストア販売額 消費支出（二人以上の世帯） 来道者数 外国人入国者数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 北海道

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 円 前 年 同
月比（％） 円 前 年 同

月比（％） 千人 前 年 同
月比（％） 千人 前 年 同

月比（％）
２０１４年度 ５２８，４３４ ３．３ １０５，４４６ ５．３ ２５９，４６９ ０．２ ２８８，１８８ △１．８ １２，３０８ ０．３ ９３０ ３６．３
２０１５年度 ５４４，９６９ ３．１ １１１，２７９ ５．５ ２５５，０５８ △１．７ ２８５，５８８ △０．９ １２，８２３ ４．２ １，２４３ ３３．６
２０１６年度 ５５５，１０４ １．９ １１５，１８３ ３．４ ２６０，４０３ ２．１ ２８１，０３８ △１．６ １３，５０１ ５．３ １，３９４ １２．２
２０１７年度 ５６５，７３１ １．９ １１８，０１９ ２．３ ２６４，４３３ １．５ ２８４，５８７ １．３ １３，７７７ ２．０ １，７３６ ２４．５

２０１７年１０～１２月 １４３，５１６ １．３ ２９，７８５ １．４ ２８６，６８１ ０．０ ２９４，１３０ １．３ ３，２８１ ２．５ ４４２ ２３．１
２０１８年１～３月 p１３２，５５３ ２．２ ２７，９６８ ２．１ ２６５，７２２ ０．４ ２８５，５１６ ２．２ ３，０４８ １．８ ５１２ ２２．１

４～６月 p１４１，０５７ １．９ ２９，６７８ １．６ ２４５，８３９ △２．３ ２８１，１２９ △０．５ ３，３１６ ０．５ ４０３ ２４．８
７～９月 p１５３，４８９ １．５ ３１，８６７ ２．６ ２４５，１８８ △３．４ ２８２，３８０ ２．３ ３，２０２ △２２．８ ４６８ ２．０
１０～１２月 p１４３，９４３ ０．３ ３０，２６８ １．６ ２７０，２５８ △５．７ ３００，２３６ ２．１ ３，２５１ △０．９ ４４７ １．１

２０１８年 １月 ４４，５２５ １．８ ９，３２３ １．８ ２７２，７６１ △２．０ ２８９，７０３ ３．７ ９６０ △０．１ r １８５ １３．２
２月 ４１，６１９ ２．３ ８，６７５ １．６ ２３６，２２５ △６．２ ２６５，６１４ １．９ ９９９ ５．６ r １８４ ２４．５
３月 ４６，４０９ ２．５ ９，９６９ ２．８ ２８８，１８１ ９．２ ３０１，２３０ １．１ １，０９０ ０．０ r １４３ ３２．４
４月 ４５，３４８ ２．５ ９，７２１ ２．２ ２４６，９４０ △６．０ ２９４，４３９ △０．５ ９９１ ４．７ r １１９ ２３．０
５月 ４７，４８１ ０．２ ９，９７９ ０．１ ２５４，３２２ ９．５ ２８１，３０７ △０．６ １，１１７ △３．５ r １３５ ２２．９
６月 ４８，２２８ ３．１ ９，９７８ ２．５ ２３６，２５４ △９．１ ２６７，６４１ △０．４ １，２０８ １．０ r １４９ ２８．２
７月 ５２，６４４△０．３ １０，９００ １．３ ２４７，４３２ １．９ ２８３，３８７ １．５ １，３００ △１．０ r １９８ １１．４
８月 ５１，９３９ １．９ １０，７４５ ２．２ ２５２，４３６ △８．４ ２９２，４８１ ４．３ １，５３３ ０．２ r １７９ １１．０
９月 ４８，９０６ ３．１ １０，２２２ ４．５ ２３５，６９７ △２．９ ２７１，２７３ ０．９ １，０１７ △２２．１ r ９１ △２４．０
１０月 ４７，０７７△２．３ ９，９８６ ０．０ ２５７，７７８ △１４．６ ２９０，３９６ ２．７ １，１３２ △７．３ r １２１ △１２．３
１１月 ４６，１５８ １．８ ９，７１６ ２．０ ２６４，７６７ ０．６ ２８１，０４１ １．３ １，０５３ １．３ r １１５ △５．５
１２月 ５０，７０８ １．４ １０，５６６ ２．８ ２８８，２２９ △２．３ ３２９，２７１ ２．２ １，０６６ ４．５ r ２１１ １５．５

２０１９年 １月 ４５，４４４ ２．１ ９，５６４ ２．６ ２５４，３４２ △６．８ ２９６，３４５ ２．３ １，００４ ４．６ p ２１２ １５．０

資料 経済産業省、北海道経済産業局 総務省、北海道 �北海道観光振興機構 法務省

■コンビニエンスストア販売額の前年同月比は全店
ベースによる。

■年度および四半期の数値は月平均
値。

■「p」は速報値。

主要経済指標（２）

― ３０ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号
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年月

新設住宅着工戸数 民間非居住用建築物着工床面積 機械受注実績

北海道 全国 北海道 全国 全国

戸 前 年 同
月比（％） 百 戸 前 年 同

月比（％） 千㎡ 前 年 同
月比（％） 千㎡ 前 年 同

月比（％） 億 円 前 年 同
月比（％）

２０１４年度 ３２，２２５ △７．８ ８，８０５ △１０．８ １，７６９ △７．４ ４５，０１３ △５．９ ９７，８０５ ０．８
２０１５年度 ３４，３２９ ６．５ ９，２０５ ４．６ １，７６２ △０．４ ４４，０９８ △２．０ １０１，８３８ ４．１
２０１６年度 ３７，５１５ ９．３ ９，７４１ ５．８ １，８０９ ２．７ ４５，２９９ ２．７ １０２，３１５ ０．５
２０１７年度 ３７，０６２ △１．２ ９，４６４ △２．８ １，９８３ ９．６ ４７，２９３ ４．４ １０４，６１６ ２．２

２０１７年１０～１２月 ９，７１０ △４．１ ２，４４５ △２．５ ４２１ ５．６ １１，５２１ ６．６ ２３，７３５ ０．０
２０１８年１～３月 ５，５９７ △６．３ ２，０５０ △８．２ ２２７ △７．２ １１，１４１ ４．０ ２８，５９５ ０．２

４～６月 １０，５６４ △５．７ ２，４５０ △２．０ ５６２ △１４．４ １２，１４６ △２．０ ２５，５７７ ８．０
７～９月 １０，１１７ △４．１ ２，４６４ △０．２ ５２８ △２２．３ １２，１８５ △０．４ ２６，７０９ ４．８
１０～１２月 ９，６１０ △１．０ ２，４５９ ０．６ ４８２ １４．６ １１，６４７ １．１ ２４，２１０ ２．０

２０１８年 １月 １，４１１ △８．１ ６６３ △１３．２ ６６ △３４．５ ３，５５９ △３．４ ６，８９３ ２．９
２月 １，３７３ △２４．８ ６９１ △２．６ ５６ ５１．２ ３，９３８ ０．９ ７，９５９ ２．４
３月 ２，８１３ ７．７ ６９６ △８．３ １０４ △１．６ ３，６４４ １６．７ １３，７４３ △２．４
４月 ３，９６３ △８．７ ８４２ ０．３ ２０２ １６．８ ４，１１３ ３．５ ８，６８９ ９．６
５月 ３，２８２ △４．８ ７９５ １．３ ２０５ △１０．２ ３，８２８ △５．２ ７，９１６ １６．５
６月 ３，３１９ △２．７ ８１３ △７．１ １５４ △３９．４ ４，２０６ △４．０ ８，９７３ ０．３
７月 ３，５４２ △１．５ ８２６ △０．７ １９７ △１０．３ ４，３２３ １３．２ ８，２２３ １３．９
８月 ３，４２２ ３．５ ８１９ １．６ １３４ △３８．９ ３，８３３ △７．６ ８，６３４ １２．６
９月 ３，１５３ △１３．７ ８１９ △１．５ １９７ △１８．１ ４，０２９ △５．７ ９，８５１ △７．０
１０月 ３，８４６ ５．３ ８３３ ０．３ １６７ △８．３ ４，０８０ ０．１ ７，７６２ ４．５
１１月 ３，１７９ △８．０ ８４２ △０．６ １４７ １１．２ ３，７０９ △８．８ ７，７４４ ０．８
１２月 ２，５８５ △０．６ ７８４ ２．１ １６９ ５７．７ ３，８５８ １４．１ ８，７０５ ０．９

２０１９年 １月 １，４６６ ３．９ ６７１ １．１ ９４ ４２．９ ３，６２２ １．８ ６，６９４ △２．９

資料 国土交通省 国土交通省 内閣府

■「r」は修正値。 ■船舶・電力を除く民
需（原系列）。

年月

乗用車新車登録台数

北海道 全国
合計 普・小・軽・計普通車 小型車 軽乗用車

台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％）
２０１４年度 １７９，４０３ △９．８ ５０，９４０ △８．３ ６０，３５９ △１３．３ ６８，１０４ △７．７ ４，４５３，５０９ △７．９
２０１５年度 １６８，７０８ △６．０ ５５，１６１ ８．３ ５９，３９０ △１．６ ５４，１５７ △２０．５ ４，１１５，４３６ △７．６
２０１６年度 １７６，０１８ ４．３ ６０，８９９ １０．４ ６２，４７４ ５．２ ５２，６４５ △２．８ ４，２４３，３９３ ３．１
２０１７年度 １８３，７７０ ４．４ ６２，８０７ ３．１ ６３，４４３ １．６ ５７，５２０ ９．３ ４，３４９，７７８ ２．５

２０１７年１０～１２月 ３７，２６５ △０．７ １２，２６１ △０．９ １２，７４５ △４．０ １２，２５９ ３．２ ９７３，８０４ △１．６
２０１８年１～３月 ５０，６７２ △１．６ １８，９２５ ３．０ １５，２２０ △１２．４ １６，５２７ ４．８ １，３０３，９１１ △２．７

４～６月 ４６，５１２ △５．５ １４，６８５ △１１．６ １７，５７１ △４．８ １４，２５６ ０．８ ９８８，１１４ △１．８
７～９月 ４５，４６８ △２．５ １５，４９８ ３．２ １５，７３５ △７．６ １４，２３５ △２．５ １，０７５，２８４ ０．９
１０～１２月 ３７，３９１ ０．３ １３，１４６ ７．２ １２，３４８ △３．１ １１，８９７ △３．０ １，０２３，８５１ ５．１

２０１８年 １月 １１，７０７ △４．７ ３，８４３ △８．５ ３，６４６ △１４．１ ４，２１８ ９．９ ３３９，５８１ △１．１
２月 １３，６５８ △３．５ ４，８２０ △３．１ ４，１４９ △８．５ ４，６８９ １．１ ４０１，８０４ △２．８
３月 ２５，３０７ ０．９ １０，２６２ １１．６ ７，４２５ △１３．６ ７，６２０ ４．６ ５６２，５２６ △３．６
４月 １４，３９８ △６．１ ４，３５５ △１８．４ ５，５４９ △２．９ ４，４９４ ５．３ ３０５，０２７ ２．６
５月 １４，３５６ △１．５ ４，５６５ △４．９ ５，３２５ １．９ ４，４６６ △１．７ ３０７，７２１ △１．５
６月 １７，７５８ △８．０ ５，７６５ △１０．８ ６，６９７ △１０．８ ５，２９６ △０．６ ３７５，３６６ △５．３
７月 １７，１６４ ２．８ ５，６８６ ６．６ ６，４９７ ０．７ ４，９８１ １．４ ３６８，８８７ ３．３
８月 １２，７４０ △４．０ ４，３８８ ４．９ ４，３９８ △１４．６ ３，９５４ ０．４ ３０２，３４０ ４．０
９月 １５，５６４ △６．６ ５，４２４ △１．４ ４，８４０ △１０．８ ５，３００ △７．７ ４０４，０５７ △３．３
１０月 １３，６８２ ９．６ ４，５８４ １４．０ ４，５１６ ６．４ ４，５８２ ８．７ ３４６，８７４ １１．６
１１月 １２，８２３ △２．８ ４，７３３ １５．４ ４，３０４ △７．２ ３，７８６ △１５．１ ３５７，３０７ ７．４
１２月 １０，８８６ △６．０ ３，８２９ △７．５ ３，５２８ △８．７ ３，５２９ △１．６ ３１９，６７０ △３．２

２０１９年 １月 １１，３１５ △３．３ ３，８５６ ０．３ ３，５２０ △３．５ ３，９３９ △６．６ ３４２，４７７ ０．９

資料 �日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会

主要経済指標（３）

― ３１ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号
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年月

公共工事請負金額 有効求人倍率 新規求人数（常用） 完全失業率（常用）
北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
倍
原数値 人 前 年 同

月比（％） 人 前 年 同
月比（％）

％
原数値

２０１４年度 ８７５，３７０ △７．６ １４５，２２２ △０．３ ０．８６ １．００ ２９，９１３ ５．１ ７３８，８１１ ４．０ ３．９ ３．５
２０１５年度 ７７０，８１１ △１１．９ １３９，６７８ △３．８ ０．９６ １．１１ ３１，１８１ ４．２ ７６９，３８７ ４．１ ３．５ ３．３
２０１６年度 ８７７，６５３ １３．９ １４５，３９５ ４．１ １．０４ １．２５ ３１，９６６ ２．５ ８１１，１９０ ５．４ ３．６ ３．０
２０１７年度 ８８３，１１０ ０．６ １３９，０８１ △４．３ １．１１ １．３８ ３２，４３４ １．５ ８５３，６７１ ５．２ ３．２ ２．５

２０１７年１０～１２月 ９０，１３９ １２．３ ２８，３１９ １．１ １．１７ １．４６ ３０，７３８ ５．１ ８４０，１９２ ７．９ ２．９ ２．８
２０１８年１～３月 １３１，１１８ △２５．８ ２４，９３８ △１５．６ １．１５ １．５０ ３３，８５６ ０．５ ８９９，３５７ ２．５ ３．１ ２．５

４～６月 ４３６，７１４ △０．６ ４８，９７３ １．５ １．０８ １．３５ ３３，２８６ ２．９ ８５９，７７８ ４．１ ３．０ ２．４
７～９月 １９７，７３６ △１１．２ ３５，９４７ △４．３ １．１９ １．４５ ３２，６６３ △０．４ ８５３，５８７ ０．５ ２．８ ２．４
１０～１２月 ８８，２３２ △２．１ ２９，３５２ ３．６ １．２２ １．４８ ３１，５１８ ２．５ ８４９，８０７ １．１ ２．８ ２．４

２０１８年 １月 １１，１１４ １．８ ６，１０１ △１２．８ １．１６ １．５２ ３３，９９０ ６．１ ９０４，５０２ ２．９ ↑ ２．４
２月 １７，７５５ △２２．３ ６，１３９ △２０．２ １．１６ １．５１ ３３，３３０ △２．７ ８９８，１７１ ０．９ ３．１ ２．５
３月 １０２，２４９ △２９．７ １２，６９７ △１４．５ １．１４ １．４６ ３４，２４８ △１．６ ８９５，３９７ ３．７ ↓ ２．５
４月 １５９，４０５ ８．６ ２１，７７７ ５．５ １．０７ １．３５ ３４，７９２ ４．８ ８６６，９３８ ４．９ ↑ ２．５
５月 １５４，９１１ △０．４ １２，８５７ ３．５ １．０７ １．３３ ３２，７０５ ３．１ ８５６，９３３ ６．６ ３．０ ２．２
６月 １２２，３９７ △１０．６ １４，３３９ △５．６ １．１０ １．３７ ３２，３６０ ０．８ ８５５，４６２ ０．９ ↓ ２．４
７月 ８８，５０９ △６．８ １２，５２０ △２．９ １．１６ １．４２ ３４，４６４ ６．６ ８５５，５１０ ４．３ ↑ ２．５
８月 ６６，７７８ △６．９ １１，２４１ △２．２ １．１８ １．４６ ３２，３７１ １．１ ８７２，７１０ ３．６ ２．８ ２．４
９月 ４２，４４８ △２４．１ １２，１８６ △７．６ １．２２ １．４８ ３１，１５３ △８．６ ８３２，５４１ △５．８ ↓ ２．３
１０月 ４５，９３７ △５．８ １２，８２３ ９．５ １．２１ １．４９ ３６，７４６ ６．７ ９４４，４３３ ５．０ ↑ ２．４
１１月 ２６，８０１ ５．５ ８，１８９ △５．２ １．２３ １．５２ ３１，２９２ ４．４ ８５１，１８９ ３．１ ２．８ ２．５
１２月 １５，４９３ △２．９ ８，３４０ ４．６ １．２２ １．５７ ２６，５１６ △４．７ ７５３，８００ △５．３ ↓ ２．４

２０１９年 １月 ９，２２７ △１７．０ ５，８５３ △４．１ １．２０ １．５６ ３４，５６４ １．７ ９３３，６４８ ３．２ － ２．５

資料 北海道建設業信用保証㈱ほか２社 厚生労働省
北海道労働局

厚生労働省
北海道労働局 総務省

■年度および四半期
の数値は月平均値。

■年度及び四半期の数値は、月平均値。■年度の数値は四
半期の平均値。

年月

消費者物価指数（生鮮食品除く総合） 企業倒産件数
（負債総額１，０００万円以上） 円相場

（東京市場）
日経
平均
株価北海道 全国 北海道 全国

２０１５年＝１００ 前 年 同
月比（％）２０１５年＝１００

前 年 同
月比（％） 件 前 年 同

月比（％） 件 前 年 同
月比（％） 円／ドル 円

月（期）末
２０１４年度 １００．４ ３．０ １００．０ ２．８ ２９１ △１２．６ ９，５４３ △９．４ １０９．９２ １９，２０７
２０１５年度 ９９．８ △０．５ １００．０ ０．０ ２６５ △８．９ ８，６８４ △９．０ １２０．１３ １６，７５９
２０１６年度 ９９．６ △０．２ ９９．７ △０．２ ２７９ ５．３ ８，３８１ △３．５ １０８．３７ １８，９０９
２０１７年度 １００．９ １．３ １００．４ ０．７ ２６３ △５．７ ８，３６７ △０．２ １１０．８０ ２１，４５４

２０１７年１０～１２月 １０１．２ １．５ １００．７ ０．９ ６５ ３．２ ２，１０６ １．０ １１２．９５ ２２，７６５
２０１８年１～３月 １０１．２ １．４ １００．５ ０．９ ６５ △１７．７ ２，０４１ △１．８ １０８．２０ ２１，４５４

４～６月 １０２．０ １．６ １０１．０ ０．８ ６２ △１６．２ ２，１０７ △３．７ １０９．０５ ２２，３０５
７～９月 １０２．３ １．７ １０１．１ ０．９ ５３ △１０．２ ２，０１７ △０．７ １１１．４４ ２４，１２０
１０～１２月 １０２．８ １．６ １０１．５ ０．９ ５１ △２１．５ ２，０７０ △１．７ １１２．８７ ２０，０１５

２０１８年 １月 １０１．０ １．３ １００．４ ０．９ １９ １１．８ ６３５ ５．０ １１０．７７ ２３，０９８
２月 １０１．２ １．６ １００．６ １．０ １９ △２６．９ ６１７ △１０．３ １０７．８２ ２２，０６８
３月 １０１．４ １．５ １００．６ ０．９ ２７ △２５．０ ７８９ ０．４ １０６．００ ２１，４５４
４月 １０１．８ １．５ １００．９ ０．７ １６ △２７．３ ６５０ △４．４ １０７．４３ ２２，４６８
５月 １０２．０ １．５ １０１．０ ０．７ ２７ △６．９ ７６７ △４．４ １０９．６９ ２２，２０２
６月 １０２．２ １．７ １０１．０ ０．８ １９ △１７．４ ６９０ △２．３ １１０．０３ ２２，３０５
７月 １０２．２ １．９ １００．９ ０．８ １８ △２１．７ ７０２ △１．７ １１１．３７ ２２，５５４
８月 １０２．２ １．６ １０１．２ ０．９ １８ １２．５ ６９４ ８．６ １１１．０６ ２２，８６５
９月 １０２．５ １．８ １０１．３ １．０ １７ △１５．０ ６２１ △８．５ １１１．８９ ２４，１２０
１０月 １０２．９ １．９ １０１．６ １．０ １５ △２５．０ ７３０ △０．４ １１２．７８ ２１，９２０
１１月 １０３．０ １．８ １０１．６ ０．９ １８ △３３．３ ７１８ ６．１ １１３．３７ ２２，３５１
１２月 １０２．６ １．１ １０１．４ ０．７ １８ ０．０ ６２２ △１０．６ １１２．４５ ２０，０１５

２０１９年 １月 １０２．０ １．０ １０１．２ ０．８ １６ △１５．８ ６６６ ４．９ １０８．９５ ２０，７７３

資料 総務省 ㈱東京商工リサーチ 日本銀行 日本経済新聞社

■年度及び四半期の数値は、月平均値。 ■円相場は対米ドル、インター
バンク中心相場の月中平均値。

主要経済指標（４）

― ３２ ―ほくよう調査レポート ２０１９年４月号
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年月

通関実績
輸出 輸入

北海道 全国 北海道 全国

百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
２０１４年度 ４６８，５１６ △０．７ ７４６，６７０ ５．４ １，３４９，５００ △２９．５ ８３７，９４８ △１．０
２０１５年度 ４７７，１７４ １．８ ７４１，１５１ △０．７ r１，１３２，８３４ △１６．１ r ７５２，２０４ △１０．２
２０１６年度 ３７５，８１３ △２１．２ ７１５，２５３ △３．５ r ９８３，２４０ △１３．２ r ６７５，２５３ △１０．２
２０１７年度 ３８１，３３０ １．５ ７９２，２２６ １０．８ １，２５３，３５８ ２７．５ ７６７，６９８ １３．７

２０１７年１０～１２月 １００，９７０ １１．６ ２０９，１６８ １３．０ r ３２０，１８５ ２５．３ r ２０１，７６９ １７．０
２０１８年１～３月 ９３，７３９ △１０．２ １９９，３２２ ４．９ ３７１，３７４ １４．６ ２００，８７３ ７．５

４～６月 １００，９８９ １０．６ ２０１，９９１ ７．５ ３１７，１４３ １１．３ １９４，４３３ ７．５
７～９月 ９９，４１０ ４．３ ２０１，５９４ ２．９ ３４６，３１８ ２５．１ ２０７，１６５ １２．４
１０～１２月 １０２，８８２ １．９ ２１１，９４１ １．３ ４３４，３６６ ３５．７ ２２４，４４０ １１．２

２０１８年 １月 ２８，５５６ ８．１ ６０，８６３ １２．３ r １３２，６１７ １４．０ r ７０，３４５ ８．０
２月 ３１，０１０ △８．３ ６４，６３３ １．８ r １１４，８６５ ３．７ r ６４，６３４ １６．６
３月 ３４，１７３ △２２．６ ７３，８２７ ２．１ r １２３，８９３ ２７．７ r ６５，８９３ △０．５
４月 ４１，３２０ １８．８ ６８，２２３ ７．８ r １０７，９１３ １０．７ r ６２，０１６ ６．０
５月 ２９，７５３ １１．７ ６３，２３６ ８．１ r １２８，３０１ ２１．２ r ６９，０６９ １４．１
６月 ２９，９１６ ０．２ ７０，５３２ ６．７ r ８０，９２９ △０．８ r ６３，３４８ ２．６
７月 ３１，８５６ △１．２ ６７，４７９ ３．９ r １０１，３８０ １０．４ r ６９，８２９ １４．７
８月 ３９，０９０ １４．８ ６６，９２０ ６．６ r １５７，５６１ ６８．３ r ７１，４０８ １５．５
９月 ２８，４６４ △１．９ ６７，１９４ △１．３ r ８７，３７７ △４．３ r ６５，９２９ ７．１
１０月 ３５，２２４ １２．１ ７２，４３９ ８．２ r １１５，９３５ ２２．５ r ７６，９７８ ２０．０
１１月 ３７，２０７ １３．８ ６９，２８０ ０．１ r １３７，１８８ ３５．６ r ７６，６７３ １２．５
１２月 ３０，４５０ △１７．３ ７０，２２２ △３．９ p１８１，２４２ ４５．７ p ７０，７８９ １．９

２０１９年 １月 ２５，４５５ △１０．９ ５５，７４７ △８．４ p１２２，２８０ △７．８ p ６９，９０３ △０．６

資料 財務省、函館税関

■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

預貸金（国内銀行）
預金 貸出

北海道 全国 北海道 全国

億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
２０１４年度 １４９，３７７ ２．５ ６，７３７，４４８ ３．５ ９４，８２７ △０．２ ４，５１９，４３７ ３．３
２０１５年度 １５１，５４５ １．５ ７，０１５，１０９ ４．１ ９７，１５２ ２．５ ４，６４５，６０９ ２．８
２０１６年度 １５６，５９２ ３．３ ７，４５２，９４９ ６．２ ９９，３８２ ２．８ ４，７８４，９４２ ２．６
２０１７年度 １６１，３３４ ３．０ ７，７５１，５８７ ４．０ １０２，２１８ ２．９ ４，８９７，４６７ ２．４

２０１７年１０～１２月 １５９，５１２ ３．７ ７，６００，４８８ ４．１ １０２，２２５ ３．４ ４，８６１，１１２ ２．６
２０１８年１～３月 １６１，３３４ ３．０ ７，７５１，５８７ ４．０ １０２，２１８ ２．９ ４，８９７，４６７ ２．４

４～６月 １６１，８０６ ３．３ ７，７９４，７５９ ４．２ １０１，９７５ ３．１ ４，９１２，２４５ ３．０
７～９月 １６０，６４０ ２．４ ７，７３７，２０１ ２．９ １０１，８７３ １．４ ４，９５５，３０８ ３．０
１０～１２月 １６２，９８３ ２．２ ７，７５４，２２８ ２．０ １０３，５５８ １．３ ５，００２，１７７ ２．９

２０１８年 １月 １５７，１８３ ３．６ ７，６２０，３５７ ４．１ １０２，０８１ ３．４ ４，８４７，９５５ ２．６
２月 １５７，８５８ ３．３ ７，６３４，４１８ ４．２ １０２，５４０ ３．５ ４，８４３，２９２ ２．３
３月 １６１，３３４ ３．０ ７，７５１，５８７ ４．０ １０２，２１８ ２．９ ４，８９７，４６７ ２．４
４月 １６０，７３４ ２．８ ７，８３３，２３３ ４．２ １０１，３９５ ２．７ ４，８８７，９６０ ２．７
５月 １６０，３７２ ２．０ ７，８４１，０２７ ４．２ １０１，１７５ ２．５ ４，８７５，６９６ ２．５
６月 １６１，８０６ ３．３ ７，７９４，７５９ ４．２ １０１，９７５ ３．１ ４，９１２，２４５ ３．０
７月 １５９，３８７ ２．６ ７，７２８，６０２ ２．７ １０２，１００ ２．５ ４，９０９，７２７ ２．９
８月 １６０，３１１ １．５ ７，７１３，１５１ ２．４ １０２，４９２ ２．６ ４，９１０，１３３ ３．０
９月 １６０，６４０ ２．４ ７，７３７，２０１ ２．９ １０１，８７３ １．４ ４，９５５，３０８ ３．０
１０月 １５９，８４５ ２．０ ７，７２７，９１５ １．８ １０２，４５１ １．８ ４，９３２，５４２ ２．９
１１月 １６１，５２３ ２．６ ７，７６７，８８５ １．７ １０２，８７７ １．５ ４，９６０，５９１ ３．１
１２月 １６２，９８３ ２．２ ７，７５４，２２８ ２．０ １０３，５５８ １．３ ５，００２，１７７ ２．９

２０１９年 １月 １６１，１２４ ２．５ ７，７４５，３６９ １．６ １０３，１５９ １．１ ４，９７５，１７１ ２．６

資料 日本銀行

主要経済指標（５）

― ３３ ― ほくよう調査レポート ２０１９年４月号
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●道内経済の動き
●トップに聞く⑩ 株式会社 ナビ

代表取締役 廣岡 輝恵 氏
●経営のアドバイス
消費税改正の準備ポイント
●アジアニュース
新しい商業施設に北海道から出店ラッシュ
―バンコク大型複合施設に「北海道どさんこプラ
ザ」が開設―
●経済コラム 北斗星
人口減少時代におけるAI（人工知能）の活用
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